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第１ 報 告 の 概 要 
 
各監査・審査の結果に基づき知事等が講じた措置について、表１のとおり、執行機関から通知

があった。今回、通知を受けた件数は１１８件（指摘：１０５件、意見・要望：１３件）であり、

残る１２３件の監査結果については、執行部所において改善の取組途上、又は改善策を検討中と

なっている。 
 
（表１）講じた措置の件数 

  区     分 監査実施期間 結果内訳
措置対象

A
措置済 

B 
今回通知 

C 
改善中
A-(B+C)

指 摘 ７４ － ３３ ４１
意見・要望 ４ － ０ ４

平成２２年 
各会計定例監査 
（平成２１年度執行分） 

平成22.1.14 
～平成22.9.2

計 ７８ － ３３ ４５
指 摘 １１ － ７ ４
意見・要望 － － －  －

平成２１年度 
 決算審査 
（各会計歳入歳出） 

平成22.7.14 
～平成22.9.2

計 １１ － ７ ４
指 摘 ４ － ３ １
意見・要望 － － － －

平成２１年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成22.6.1 
～平成22.9.2

計 ４ － ３ １
指 摘 ６５ ６ ３５ ２４
意見・要望 － － － －

平成２１年 行政監査 
（都立学校の経営について） 

平成21.9.15 
  ～平成22.2.3 

計 ６５ ６ ３５ ２４
指 摘 ３５ ３３ ２ ０
意見・要望 － － － －

平成２１年 行政監査 
（水道事業における監理団体へ
の業務委託について） 

平成21.10.1 
  ～平成22.2.3 

計 ３５ ３３ ２ ０
指 摘 ２０ １２ ５ ３
意見・要望 １４ ２ １０  ２

平成２１年 行政監査 
（東京港臨海地域における公の
施設の管理運営について） 

平成21.9.14 
  ～平成22.2.3 

計 ３４ １４ １５ ５
指 摘 ３３ ３２ ０ １
意見・要望 ２ ２ － －平成２１年 工事監査 平成21.1.19 

  ～平成22.1.13
計 ３５ ３４ ０ １
指 摘 ３８ ２７ ８ ３
意見・要望 ３ １ ０ ２平成２１年 

 財政援助団体等監査 
平成21.9.4 
  ～平成22.1.20

計 ４１ ２８ ８ ５
指 摘 １２５ ９８ ８ １９
意見・要望 １０ ４ １ ５

平成２１年 
各会計定例監査 
（平成２０年度執行分） 

平成21.1.16 
～平成21.8.28

計 １３５ １０２ ９ ２４
指 摘 １５ １２ １ ２
意見・要望 １ １ － －

平成２０年度 
 決算審査 
（各会計歳入歳出） 

平成21.7.16 
～平成21.8.28

計 １６ １３ １ ２
指 摘 ３ ２ ０ １
意見・要望 － － － －

平成２０年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成21.6.1 
～平成21.8.28

計 ３ ２ ０ １
指 摘 ９６ ９５ １ ０
意見・要望 ３０ ２９ １ ０

平成２０年 行政監査 
（庁舎の管理（安全対策と環境
対策を中心として）について）

平成20.9.24 
～平成21.2.4

計 １２６ １２４ ２ ０
指 摘 ６５ ６２ １ ２
意見・要望 ９ ６ １ ２

平成２０年 
財政援助団体等監査 

平成20.9.17 
～平成21.1.21

計 ７４ ６８ ２ ４
指 摘 １０３ １０１ ０ ２
意見・要望 ６ ５ ０ １

平成２０年 
各会計定例監査 
（平成１９年度執行分） 

平成20.1.17 
～平成20.9.5

計 １０９ １０６ ０ ３
指 摘 ３６ ３６ － －
意見・要望 ４ １ ０ ３

平成１９年 行政監査 
（指定管理者制度による公
の施設の管理について） 

平成19.9.26 
～平成20.1.31

計 ４０ ３７ ０ ３
指 摘 ２９ ２８ １ ０
意見・要望 － － － －

平成１８年 行政監査 
（病院における収入管理に
ついて） 

平成18.9.6 
～平成19.1.17

計 ２９ ２８ １ ０
指 摘 １１ １０ ０ １
意見・要望 － － － －

平成１６年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成17.6.3 
～平成17.9.7

計 １１ １０ ０ １
指 摘 ７６３ ５５４ １０５ １０４
意見・要望 ８３ ５１ １３ １９合          計 
計 ８４６ ６０５ １１８ １２３

（注）件数については、一つの指摘が複数の局（団体）にある場合、局（団体）ごとに件数を数えている。 
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第２ 報 告 の 内 容 

 

〔平成２２年各会計定例監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
主税局 固定資産

税・都市計画

税の課税を適

正に行うべき

もの 

墨田都税事務所は、Ａが所有する土地５６．０６

㎡に住宅が存在するとして住宅用地と認定してい

るが、平成１９年９月から住宅は滅失している。 

しかしながら、所は、住宅の滅失後も家屋につい

て課税するとともに、土地については、非住宅用地

として課税すべきであるにもかかわらず、小規模住

宅用地として軽減措置を適用している。 

この結果、平成２０年度及び平成２１年度につい

て、家屋は２万４，２７６円の課税超過、土地は２

３万１，３２８円の課税不足となっている。    

 

現地調査を行うととも

に、家屋所有者から家屋滅

失届書の提出を受けた上

で、平成２０年度から平成

２１年度分について、平成

２２年４月３０日に価格等

修正決定を行い、同日、価

格等修正通知書を納税者あ

てに送付した。また、平成

２２年５月１０日に賦課決

定を行い、同日、決定通知

書を納税者あてに送付し

た。 

 

主税局 納税義務の

同時消滅を適

切に行うべき

もの 

文京都税事務所における事務処理について見たと

ころ、法人事業税・法人都民税計７３万６，３００

円を滞納しているＢについて、局の通知で定める要

件を証する法人の解散登記などの書類を備えず、そ

の事実を確認できないまま、同時消滅を行っている

ことは適切でない。 

 

平成２２年５月２０日に

現地調査したところ、現地

事務所が既に存在しないこ

とを確認した。 

その後平成２２年９月８

日に関係者より廃業の事実

を確認した。 

執行停止の処理について

は、所内において、６月に

徴収課全職員を対象に説明

会を実施し、周知した。 

また、徴収部においては、

平成２２年８月２日付改正

通達「滞納処分の執行停止

について（通達）」により、

法人の廃業の定義を明記

し、都税事務所へ適切な処

理を行うよう周知した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
環境局 排水処理施

設の運転業務

委託を適切に

行うべきもの

廃棄物対策部は、中央防波堤埋立処分場から浸出

する汚水について、排水処理場において浄化処理が

行われたうえでなければ、公共下水道に放流するこ

とができないことから、第一排水処理場及び第三排

水処理場を設置し、その運転業務を委託している。

ところで、委託契約を見たところ、①肉厚測定を

行うべき箇所及び時期について、仕様書等に詳細な

規定がない、②すべての硫酸貯留槽（第一排水処理

場２台及び第三排水処理場４台）について、肉厚測

定が行われていない、③第一排水処理場の硫酸移送

配管について、肉厚測定が行われていないなど複数

の問題点が認められた。 

 

平成２２年５月２８日、

「薬品タンク等保守管理業

務手順」を決定し、硫酸貯留

槽及び硫酸移送配管の肉厚

測定に係る箇所、その評価及

び測定時期等について、仕様

に明記することとし、同年６

月１日から施行している。こ

れに基づき、受託事業者に対

し、本業務手順に基づき、適

切な測定を行うよう指導し

ていく。 

硫酸貯留槽及び硫酸移送

配管の肉厚測定については、

緊急点検として、平成２２年

４月２２日、２７日及び５月

１日、測定を実施した。その

結果、すべての測定箇所にお

いて減肉率は２５％未満で

あり、漏洩などの異常がない

ことを確認した。 

さらに、平成２２年６月に

実施した本業務手順に基づ

く肉厚測定においても、減肉

率は基準内であり、異常が認

められなかった。 

 

病院経営本

部 

未収金の減

少に向け、実

効性のある対

策を講じるべ

きもの 

本部は、診療報酬収入について、未収金の早期回

収等、事務の円滑化を図るために東京都病院経営本

部診療未収金管理要領を定め、この中で、個人未収

金の管理、納入催告、督促状発行、出張整理などの

手続等を定めている。 

しかしながら、旧八王子小児病院（平成２２年

３月閉院）の個人未収金の管理状況等について見

たところ、出張整理を行っていないものが多数認

められた。 

 

出張整理を行うべき２０

件について、出張整理を実施

している。 

今後、小児総合医療センタ

ーに通院している患者分に

ついては小児総合医療セン

ターで、それ以外については

本部で、適切に徴収業務を行

う。 

 



 - 4 -

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
病院経営本

部 

職務住宅

（借上）の運

用を効率的に

行うべきもの

経営企画部は、駒込病院の研修医の職務住宅とし

て、病院と入居予定数等を調整のうえ、民間の賃貸

住宅を借り上げているが、平成２１年度の利用状況

について見たところ、Ａについては６月から利用さ

れていない状況が認められた。 

職務住宅（借上）は、入居者数に関わらず、契約

戸数分の賃借料を支払う必要があり、効率的でない

利用状況が継続していながら、契約戸数を見直すな

ど措置を講じていないのは適切でない。 

 

該当する職務住宅（借上）

の契約を解除することと

し、平成２２年７月２９日

に「賃貸借契約の解約申入

書」を貸主に対して提出す

るなど、契約の解除に必要

な手続きを行った。 

今後も職務住宅（借上）

の運用を効率的に行って

いく。 

 

病院経営本

部 

数量概算契

約に係る積算

を適正に行う

べきもの 

サービス推進部において、「アルフェンス外４１
７点の購入（数量概算契約）」契約（推定総金額：
１億４，５４５万７，８７８円、契約期間：平成２
１年１０月１日から平成２２年３月３１日まで）の
積算について見たところ、「シュアプラグ輸液セッ
ト」の単価（契約目途額）を２万８，６００円と予
定していたところ、誤って２８万６，０００円とし
たため、同セットは単価３万２，０００円で契約さ
れていることが認められた。 
契約金額は適正な積算金額を上回っており、積算

単価が契約単価となったとして積算すれば、３，４
００円低価となり、購入実績数から見ると１２万
２，４００円が過大支出となり適正でない。 

 

桁ズレ防止、異常単価設

定防止対策（積算ファイル

（エクセル）に関数を設定）

を行い、改善を行った。 

 

中央卸売市

場 

施設の使用

料の徴収を適

正に行うべき

もの 

大田市場において、関連事業者であるＡが経営す

るガソリンスタンド（敷地面積 ７４２．３㎡）に

ついて見たところ、Ａは、都の所有している事務室

等を使用しているが、市場は、使用指定にあたって

「その他の施設使用料・市場用地及び屋上使用料

（以下「市場用地使用料」という。）」の種別を適用

し、使用料を徴収している。 

 しかしながら、中央卸売市場条例では、「市場用

地使用料」は使用者が所有する建物又は工作物の敷

地を使用させる場合に適用する種別であり、都の所

有する事務室等を使用する場合には、「事務室使用

料」等の種別で徴収するとしていることから、「市

場用地使用料」の種別を適用して使用料を徴収する

ことは適正でない。 

 

大田市場のガソリンスタ

ンドについては、「市場用

地使用料」の種別を適用す

ることを改め、「事務室使

用料」等の種別を適用し、

適正に使用料を徴収するこ

ととした。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 総価契約に

より工事を行

うべきもの 

第三建設事務所は、住民の要望に基づき、道路橋

梁維持工事（中野工区その１）単価契約（発注限度

額：２，７００万円、契約期間：平成２１．４．１

～平成２１．１０．３１）の中で、４件の工事を行

って、環状七号線のガードレールを改修している。 

 しかしながら、住民の要望内容から改修を要する

範囲はあらかじめ定まっており、１件の工事として

実施できるものである。この場合、工事金額（４件

の工事金額の計）が６５９万余円となり、単価契約

の指示限度額４００万円を超えていることから、総

価契約として改修すべきである。 

 

所は、補修課・管理工区

担当者会議（平成２２年４

月２６日開催）において、

局が定めた「道路維持関係

（単価契約）実施要領・手

引き」の遵守を周知徹底す

るとともに、執行に当たり、

所は、事前協議の項目を設

定し、チェック体制を強化

した。 

建設局 単価契約工

事に係る指示

を適切に行う

べきもの 

第六建設事務所において、平成２０年度に実施し

た工事を平成２１年度に実施したものとして、平成

２１年度の道路維持工事（足立東工区（１））（発注

限度額：２，７５０万円、契約期間：平成２１．４．

１～平成２１．９．６）によって工事費を支払って

いる事例が見受けられた。 

これらは、所が、単価契約工事に係る指示につい

て、指示内容を指示記録簿に記載しないまま受託者

に指示するなど、所定の手続を経ずに、施工が行わ

れていることによるものであり適切でない。 

   

平成２２年５月１４日

補修課係長・工区長会議に

おいて関係係長へ、平成２

２年５月２４日補修課担

当者会議において関係担

当者へ、監査指摘の内容に

ついて説明し、「指示決定

の流れ」及び「指示記録簿」

について、｢道路維持関係

（単価契約）運用の手引

き｣を提示するとともに、

①指示する際には、指示記

録簿を必ず記載すること、

②請負業者から提出され

る施工内容確認申請書に

ついて指示通りの内容と

なっているか、工区担当

者、工区長の複数人による

チェックの徹底を行うこ

とを周知した。 

 

建設局 リース機器

の選定を適切

に行うべきも

の 

総務部が、都の事務用情報通信ネットワークのた

めに借り入れるネットワーク機器（以下、ハブ等と

いう。）について、都の推奨基準に基づきハブの性

能を定めるべきところ、基準を上回る性能のハブ等

を借り入れたことにより、約５２７万円の不経済支

出が発生している。 

次期ネットワーク機器の

更新の際には、建設局情報

セキュリティ委員会等にお

いて、必要性の検討や意思

決定を明確に行い、より適

切な契約を行っていく。 



 - 6 -

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
東京消防庁 履行確認を

適正に行うべ

きもの 

装備部では、航空隊システムを登載したパーソナ

ルコンピュータ装置ほか６点の賃借について、Ａと

契約締結している（契約金額：６３万２，１００円、

借入期間：平成２１年８月１日～同年９月３０日）。 

当該契約では、①賃借期間終了後、中央処理装置

内の全データを消去すること、②データ消去作業内

容を証明する書類を別に指示する日までに提出す

ることとなっているが、①、②の作業が一切行われ

ていないまま、監査日（平成２２．２．４）現在、

未だ航空隊内に保管されているにもかかわらず、履

行完了として平成２１年１１月１９日に契約金額

を支払っていることが認められた。 

 

平成２２年２月５日に

賃借物件の撤去及びデータ

消去の指示等に関する指示

書を契約業者に対して交付

し、賃借物件の撤去、職員

の立ち会いのもとデータ消

去を確認したのち、２月１

７日に履行を確認した。 

また、装備部航空隊で

は、２月２３日付通達によ

り、所属職員に対し指摘内

容等を周知するとともに、

検査確認行為を徹底したう

えで支払行為に移行する

等、再発防止を図った。 

 

交通局 使用許可に

伴う店舗設置

場所の調査を

適切に行うべ

きもの 

資産運用部では、都営地下鉄構内の店舗の設置許

可に際して、電車部や建設工務部など関係各部に調

査を依頼し、問題がない場合において、店舗の設置

を許可している。 

 ところで、建設工務部は、地下鉄駅構内の防火シ

ャッター等の点検を「地下鉄駅防火戸・防火シャッ

ター等定期点検保守委託」契約（契約金額：４７２

万５，０００円、契約期間：平成２１．７．１６～

平成２２．３．１２）により実施しているが、点検

報告書を見ると、三田線芝公園駅構内の一部の防煙

防火シャッターについて、シャッターの点検口の下

に設置された店舗が障害となっていることから、平

成２１年１０月に行った定期点検では、点検を実施

できず、平成２２年３月に再度、該当箇所を点検し

ている。 

 本来は、定期点検の際に支障なく点検を実施でき

なければならないものであり、店舗が支障となって

いるのは適切ではない。 

 

資産運用部では、当該指

摘場所について、関係者と

協議のうえ、平成２２年７

月に点検口真下の店舗側天

井を開口する改修工事を行

い、防煙防火シャッターの

点検が支障なく実施できる

よう是正した。 

また、建設工務部では、

店舗設置場所の照会を受け

た際、チェックリストを活

用した調査を行い、設置場

所における支障の有無等に

ついて調査漏れを防止する

よう改善し、工務事務所等

関係部所に対し、事務連絡

により周知を図った。 

今後、関係各部との連携

を強化し、店舗の設置後、

写真確認に加えて、現地で

の確認を実施する。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
交通局 防煙防火シ

ャッターの点

検を適切に行

うべきもの 

建設工務部は、東京都火災予防条例等に基づき、

すべての駅の防煙防火シャッターの点検を、「地下

鉄駅防火戸・防火シャッター等定期点検委託」契約

（契約金額：４７２万５，０００円 契約期間：平

成２１．７．１６～平成２２．３．１２）により、

６ヶ月に１回、定期的に実施している。 

 しかしながら、点検報告書を見たところ、都営浅

草線日本橋駅のＤ１・Ｄ４出入口にある排煙装置が

作動した際に閉鎖するシャッターの点検を、平成１

８年３月を最後に監査日現在（平成２２．５．１４）

まで、実施していなかった。これは、部が、点検の

都度、点検報告書の提出を受けていたにもかかわら

ず、未点検箇所を見落とし、委託業者に対して適切

な指示をしなかったことによるものである。 

 

平成２２年度の契約（平

成２２年７月１６日契約）

から点検漏れを防止するた

め、下記のとおり受託者及

び保全監督員に対し徹底さ

せた。 

① 特記仕様書を改訂し点

検不能な場合は、作業報告

書に記載し速やかに保全監

督員に報告すること 

② 第一回点検終了後に受

託者より保全監督員へ中間

報告を実施すること 

③ 中間報告及び完了検査

時に受託者より保全監督員

へ不具合箇所及び点検不能

箇所一覧表を提出すること

 

交通局 都営バスに

係る管内事故

速報等の作成

と掲示を適切

に行うべきも

の 

巣鴨自動車営業所ほか３所においては、管内で発

生した事故に関する事故速報等の作成と掲示を行

っていない。また、江戸川自動車営業所ほか１所に

おいては、自動車部が乗務員指導計画において、事

故速報等の作成方法についてまで指示をしていな

いために、事故速報等の作成を行っているものの、

図面が記載されていないなどわかりにくいものと

なっている。 

 

平成２２年９月の事務連

絡で各営業所長に対し、重

大事故以外の事故発生時の

事故速報・事故警報の作成

方法及び様式を通知すると

ともに、同月に開催された

統括運行管理者会議、自動

車部安全対策会議、安全主

任会議で、各営業所長及び

担当者に対し、事故速報等

の作成及び様式についての

周知徹底と再発防止を図っ

た。 

また、各自動車営業所で

は、事務連絡に基づく事故

速報及び事故警報を作成

し、再発防止を徹底した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
水道局 賠償金請求

に係る調定事

務を適切に行

うべきもの 

多摩水道改革推進本部は、検針等業務委託の受託

者が、水道メータの指針を読み間違えた場合など

（以下「誤点検等」という。）には、受託者に対し

て損害に係る賠償金を請求している。 

しかしながら、次のとおり、適切でない事例が認

められた。 

ア 誤点検等に係る賠償金の債権に係る調定は、誤

点検発生の都度、行うべきものであるが、本部は、

権限者による意思決定も行わないまま、平成２０

年度は四半期分を、平成２１年度については１か

月分をまとめて特例調定を行っている。 

イ 本部は、前月に発生した賠償金請求分について

翌月以降に調定を行うとしているが、調定までに

概ね４か月程度を要している。しかしながら、事

務処理手順を見直せば、誤点検の発生月内に内容

審査を終了することが可能であり、翌月当初に

は、遅滞なく調定を行うことができる。 

 

賠償金請求に係る調定事

務について、原則発生月の

翌月に調定できるよう見直

すこととし、平成２２年７

月２３日付けで関係部署に

対して事務処理の見直し事

項を通知し、事務処理の改

善を図った。 

 

水道局 検定有効期

限満了メータ

の引換えがで

きなかった事

例について適

正に処理すべ

きもの 

検定有効期限満了（以下「検満」という。）メー

タでは、適正に使用水量を計量できないことから、

各支所では、局が契約している業者に検満メータの

引換えを発注している。 

ところで、西部支所において、検満メータの引換

えができなかったものについて、その処理経過を確

認したところ、監査日（平成２２．１．２０及び平

成２２．２．１）現在、長期にわたり水道使用者と

折衝を行っていないものが認められた。 

検満メータでは適正に使用水量を計量できない

ことから、検満メータの引換えに向けて水道使用者

と折衝を重ねるべきであるが、それをせず引き換え

ていないことは適正でない。 

 

給水部は、事務取扱に則

った処理を徹底するよう、

全支所に周知を図った。 

また、全支所において、

未施工有効期限満了メータ

について、折衝状況等を管

理することを目的に、メー

タの引換えができない理由

や折衝経過、施工見込みな

どを記入する「有効期限切

れメータ状況表」等を新た

に作成することとし、同表

について、給水部に適宜報

告を行うこととした。 

なお、西部支所は、指摘

４８件のうち４７件の引換

えを完了した。残り１件に

ついては、引き続き引換え

に向け、お客さまとの折衝

を重ねている。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
水道局 検定有効期

限満了メータ

の引換えがで

きなかった事

例について適

正に処理すべ

きもの 

検満メータでは、適正に使用水量を計量できない

ことから、各支所では、局が契約している業者に検

満メータの引換えを発注している。 

ところで、南部第一支所において、検満メータの

引換えができなかったものについて、その処理経過

を確認したところ、監査日（平成２２．１．２０及

び平成２２．２．１）現在、長期にわたり水道使用

者と折衝を行っていないものが認められた。 

給水部は、事務取扱に則

った処理を徹底するよう、

全支所に周知を図った。 

また、全支所において、

未施工有効期限満了メータ

について、折衝状況等を管

理することを目的に、メー

タの引換えができない理由

や折衝経過、施工見込みな

どを記入する「有効期限切

れメータ状況表」等を新た

に作成することとし、同表

について、給水部に適宜報

告を行うこととした。 

なお、南部第一支所は、

指摘２件について、引き続

き引換えに向け、お客さま

との折衝を重ねている。 

 

下水道局 下水道料金

の算定を適切

に行うべきも

の 

東部第二下水道事務所における工事湧水（場所：

葛飾区四つ木２－１９、一時使用期間：平成２０年

７月２８日から平成２１年１２月１８日、使用者：

Ａ）に伴う下水道の一時使用の料金算定について見

たところ、①料金算定の根拠となる「汚水排出量調

査票」が作成されておらず、Ａから毎月提出される

報告書の数値を基に料金を算定していること、②Ａ

から提出された一時使用の廃止届では、使用廃止日

を平成２１年１２月１８日としているにもかかわ

らず、Ａからの廃止届を事後の平成２２年１月５日

に受領しているため、所による正確な廃止日の確認

ができていないことなどが認められた。 

 

指摘された事項につい

て、平成２２年５月１３日

に開催した料金徴収部門拡

大会議において、全ての案

件について汚水排出量調査

票を作成し記録を残すとと

もに、使用廃止後は使用者

に廃止届を遅滞なく提出す

るよう周知徹底した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
下水道局 下水道料金

の算定を適切

に行うべきも

の 

西部第二下水道事務所では、所管内の使用者Ｂが

所有する汚泥脱水施設から排出される汚水の料金

算定（直近１０カ月（平成２１．２．１４～平成２

１．１２．１４）分の汚水排出量：１４，２４２㎥、

下水道料金：４９２万３，１２３円）を行っている。 

この内容について見たところ、①Ｂから２カ月ご

とにＦＡＸにより報告された搬入汚泥量のみで認

定していたこと、②平成元年に算定された処理汚水

発生率０．９３６㎥/ｔを約２０年間変動がないと

して、実地検査等も行わずに料金算定を行っていた

こと、③当該施設が使用中であるかの確認を行って

いないことなどが認められた。 

 

当該事業所と平成２２年

３月２４日に覚書を締結

し、以下のとおり改善した。

①搬入汚泥量の報告につ

いて、ＦＡＸでなく、汚泥

搬入表に使用者の所在地、

名称、代表者名を記載し、

代表取締役印を押印した上

で提出させることとした。

②処理汚水算出方法を、

汚泥を含んだ搬入汚水量か

ら脱水後の搬出汚泥量を減

じた実数値に改め、搬入汚

泥量と搬出汚泥量の整合性

について、上半期に現場確

認するものとした。 

③施設変更のチェックに

ついては下半期に現場で行

うものとし、さらに業務内

容等に変更があった場合に

は随時現場確認を行うもの

とした。 

 

下水道局 汚水ます嵩

上げ工事費に

ついて、区に

負担させるべ

きもの 

世田谷区は、三軒茶屋二丁目３０番に設置してい

る遊歩道を再整備するに当たり、都が設置した遊歩

道内の６箇所の汚水ますについて、改修工事（嵩上

げ工事）の施工を南部下水道事務所に依頼してい

る。所では、これを受けて、管きょ維持補修工事契

約により、嵩上げ工事を行い、工事代金３６万７，

９２０円を支払っている。 

しかしながら、同地は、蛇崩川幹線上部（下水道

局用地）を区に昭和５０年１２月に使用承認し、こ

れを５年ごとに自動更新してきた土地であり、使用

承認条件として「人孔、汚水ます等を嵩上げする場

合には、局と協議し区の負担において施行するこ

と。」とされていることから、工事費用は区が負担

すべきである。 

 

工事代金について、世田

谷区に対し平成２２年３月

１２日付で納入通知書を作

成し同年 4 月 5 日付で当局

に振り込まれたことを確認

した。 

平成２２年５月２１日に

開催した管路施設拡大課長

会において、同様の案件に

ついては使用承認条件に基

づき事務処理を適正に行う

よう周知徹底した。 

 

教育庁 土壌調査を

適切に実施す

べきもの 

都立学校教育部は、武蔵野北高等学校改修工事に

伴う土壌調査委託を実施している。 

この調査委託について見たところ、第二回調査委

託及び第三回調査委託において、調査箇所が土壌調

査で９箇所、土壌ガス調査で６箇所重複していた。

このため、第三回調査委託における契約単価により

試算したところ、２４万１，５００円の過大支出と

なっている。 

複数回に分けて調査委託

等を実施する場合、調査ご

との実施場所を十分調査・

把握し、重複する契約にな

らないよう、複数名での確

認をするなど、東京都契約

事務規則に基づき、適切に

検査等を実施するよう契約

所管課において徹底する。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 教職員住宅

改修工事契約

に係る契約手

続を適正に行

うべきもの 

大島出張所は、平成２１年１２月から翌年２月に

かけての３か月間で、利島の「東山住宅３号棟給水

管及びガス管改修工事」について、随意契約を３件

締結して行っている。 

当該工事は、全１２戸を３分割し、４戸ごとに同

一内容の工事契約を締結（３契約とも、同一の３業

者から同一内容の見積書を徴取）して行っている。 

しかしながら、当該工事案件は、本来は１件の契

約として、予定価格が２５０万円を超えることから

希望制指名競争入札で行うべきものであり、個別の

随意契約により行っているのは適正でない。 

 

平成２２年７月２日に教

職員住宅事務担当者連絡会

議を開催し、適正な契約手

続の実行について指導し

た。また、今後は、東京都

契約事務規則に即した契約

の適正化を図っていく。 

教育庁 積立金が不

足している場

合の支出管理

を適切に行う

べきもの 

八潮高等学校で、積立金の管理について見たとこ

ろ、平成２１年度末で２人の生徒が長期滞納でかつ

積立金不足の状況となっていた。これは、当該生徒

が積立金不足でありながら、２年次の修学旅行に参

加したことによるものである。 

学校は、当該生徒に対して、積立金の納付を求め

る通知を出しているものの、支払いがない場合は、

学校行事への参加は見合わせてもらう等の告知を

しておらず、学校行事への参加の承認や教材の配布

を続けている。 

学校は、積立金が不足している場合の支出管理を

適切に行われたい。 

八潮高等学校には積立金

が不足している生徒の執行

を停止するよう指導した。

また、指摘生徒に対しては、

学校から督促を行った結

果、残高不足は解消されて

いる。 

なお、都立学校教育部は、

平成２２年４月１４日付２

２教学高第９６号「学校徴

収金の取扱いについて（通

知）」に基づき、積立金が不

足している生徒の執行を停

止するよう指導している

が、平成２２年７月８日実

施の一般実務研修「学校徴

収金の実務」にて改めて都

立高等学校全体に周知徹底

した。   
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 積立金が不

足している場

合の支出管理

を適切に行う

べきもの 

南平高等学校の生徒１人については、積立金が未

納であるにもかかわらず、芸術鑑賞教室など積立金

による経費支出がなされているため、年度末現在に

おいて、積立不足が生じている。 

学校は、当該生徒に対して、積立金の納付を求め

る通知を出しているものの、支払いがない場合は、

学校行事への参加は見合わせてもらう等の告知を

しておらず、芸術鑑賞教室等の学校行事への参加の

承認や教材の配布を続けている。 

 学校は、積立金が不足している場合の支出管理を

適切に行われたい。 

南平高等学校には積立金

が不足している生徒の執行

を停止するよう指導した。

また、指摘生徒に対しては、

学校から督促を行うととも

に奨学金制度の案内を行っ

た結果、未納は解消されて

いる。 

なお、都立学校教育部は、

平成２２年４月１４日付２

２教学高第９６号「学校徴

収金の取扱いについて（通

知）」に基づき、積立金が不

足している生徒の執行を停

止するよう指導している

が、平成２２年７月８日実

施の一般実務研修「学校徴

収金の実務」にて改めて都

立高等学校全体に周知徹底

した。 

             

 

教育庁 積立金の管

理を適切に行

うべきもの 

墨田川高等学校における平成２１年度卒業生の

積立金の精算状況を見たところ、１万１，５５７円

の積立金不足の生徒がいるため、学年全体で資金不

足が生じていた。 

学校は、積立金残額のある各生徒に対して返還を

行っていたが、これは、未納授業料への充当の承諾

を得ている他の生徒の積立金残額を流用すること

により行ったものである。こうした状況の中で、監

査日（平成２２．５．１８）現在、本来徴収すべき

積立金の未納額１万１，５５７円が徴収されておら

ず、授業料への充当も行われていない。 

積立金を管理するにあたっては、①支出超過が起

こる前に執行を停止すること、②未納者に対しては

適時に適切な催告を行うこと、③卒業時の精算・返

還にあたっては、未納を解消したうえで行うべきこ

と、が必要である。学校は積立金の管理を適切に行

われたい。 

 

墨田川高等学校には積立

金残高が不足している生徒

の執行を停止すること、ま

た、授業料への充当承諾の

得られた積立金及び現金徴

収をした授業料は速やかに

収納するよう指導した。ま

た、指摘生徒に対しては、

学校が督促を継続した結

果、未納は解消されている。

都立学校教育部は、平成

２２年４月１４日付２２教

学高第９６号「学校徴収金

の取扱いについて（通知）」

に基づき、積立金が不足し

ている生徒の執行を停止す

るよう指導しているが、平

成２２年７月８日実施の一

般実務研修「学校徴収金の

実務」にて改めて都立高等

学校全体に周知徹底した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 積立金から

の充当を適切

に行うべきも

の 

桐ヶ丘高等学校では、積立金の残高があり、授業

料が未納となっている生徒について、授業料への振

替を行っているが、積立金残高が２万５，７８３円

しかないのに２万６，１００円を未納授業料に振り

替えており、その結果、積立金の不足が生じている。 

また、未納授業料が発生した場合に、積立金から

充当することについて確認する書面の提出を入学

時に求めているのみで、実際に未納額を充当する際

には同意書の提出を求めていない。 

学校は、積立金からの充当を適切に行われたい。 

当該生徒について、平成

２２年６月２４日現在で未

納が解消している。 

桐ヶ丘高等学校には、積

立金から授業料への充当承

諾書は、充当する機会ごと

に求めること、充当にあた

っては当該生徒の積立金残

高の確認を十分に行うよう

指導した。 

都立学校教育部は、積立

金から授業料への充当承諾

書は、充当する機会ごとに

求めること、充当にあたっ

ては当該生徒の積立金残高

の確認を十分に行うことに

ついて、平成２２年７月８

日実施の一般実務研修「学

校徴収金の実務」にて改め

て都立高等学校全体に周知

徹底した。 

 

教育庁 積立金から

の充当を適切

に行うべきも

の 

松原高等学校では、積立金の精算に当たり、授業

料の未納があるにもかかわらず、未納授業料への充

当の承認を求めることなく積立金を精算し、残額の

返還を行っているのは適切でない。 

学校は、積立金からの充当を適切に行われたい。 

 

松原高等学校には未納授

業料のある生徒の積立金残

金について、授業料への充

当承諾を求めることなく返

還することのないよう指導

した。 

都立学校教育部は、学校

徴収金事務手引き及び平成

２２年４月１４日付２２教

学高第９６号「学校徴収金

の取扱いについて（通知）」

に基づき、未納授業料のあ

る生徒の積立金残金につい

ては、授業料への充当承諾

を求めるよう指導している

が、平成２２年７月８日実

施の一般実務研修「学校徴

収金の実務」にて改めて都

立高等学校全体に周知徹底

した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 転退学時に

おける積立金

の返還を早急

に行うべきも

の 

忍岡高等学校における転退学時の積立金の精算

状況を見たところ、監査日（平成２２．５．１７）

現在、１３人分の積立金残額３０万９，７１６円の

返還が行われていないことが認められた。 

学校は積立金の返還を速やかに行われたい。 

忍岡高等学校には、転退

学時の学校徴収金の精算を

速やかに行うよう指導し

た。返還金については、５

月２８日に送金の手続きを

行い、６月４日に生徒ある

いは保護者の口座に送金済

みである。 

都立学校教育部は、学校

徴収金事務手引き及び平成

２２年４月１４日付２２教

学高第９６号「学校徴収金

の取扱いについて（通知）」

に基づき、転退学者の学校

徴収金の精算を速やかに行

うよう指導しているが、平

成２２年７月８日実施の一

般実務研修「学校徴収金の

実務」にて都立高等学校全

体に周知徹底した。 

 

教育庁 転退学時に

おける積立金

の返還を早急

に行うべきも

の 

東大和南高等学校における積立金についての事

務処理を見たところ、返還が遅れていることが認め

られた。 

学校は積立金の返還を速やかに行われたい。 

東大和南高等学校には、

転退学者の学校徴収金の精

算を速やかに行うよう指導

した。 

都立学校教育部は、学校

徴収金事務手引き及び平成

２２年４月１４日付２２教

学高第９６号「学校徴収金

の取扱いについて（通知）」

に基づき、転退学者の学校

徴収金の精算を速やかに行

うよう指導しているが、平

成２２年７月８日実施の一

般実務研修「学校徴収金の

実務」にて改めて都立高等

学校全体に周知徹底した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 学校徴収金

に関する個人

別管理簿を適

切に作成すべ

きもの 

福生高等学校は、積立金等の学校徴収金を毎年度

徴収しており、滞納者に対しては督促等を行い、そ

の処理経過を個人別管理簿に記載している。 

ところで、平成２１年度末において学校徴収金の

未納のある生徒のうち、個人別管理簿において長期

にわたり記載がないものや、全く記載のないものが

多数認められたのは適切でない。 

学校は、学校徴収金に関する個人別管理簿を適切

に作成されたい。 

平成２２年８月２４日現

在で督促の都度、個人別管

理簿に記載している。また、

福生高等学校には、学校徴

収金の長期未納者の督促に

ついて個人別管理簿での管

理を徹底するよう指導し

た。 

なお、都立学校教育部は、

平成２２年４月１４日付２

２教学高第９６号「学校徴

収金の取扱いについて（通

知）」に基づき、学校徴収金

の長期未納者の督促につい

て個人別管理簿での管理を

徹底するよう指導している

が、平成２２年７月８日実

施の一般実務研修「学校徴

収金の実務」にて改めて都

立高等学校全体に周知徹底

した。 

 

教育庁 学校徴収金

の支出を適切

に行うべきも

の 

教育庁は、学校徴収金の事務処理に当たり、「都

立高等学校運営費標準」において、「生徒の個人負

担とする経費」として、要件を列挙している。また、

個人負担の考え方は、「受益者負担」及び「生徒に

還元される」ことが原則とするものの、それらは限

定的にとらえる必要があるとしている。 

小川高等学校は、放送委員会の経費として、学校

徴収金である生徒会費から放送室のマイク（２万３

７０円）と電源ケーブル（３，８８５円）を購入し

ているが、両者とも、要件のいずれにも該当せず、

また、放送委員会のみに限らず、その他の生徒や教

員等も使用するものであるため、生徒会費により支

出するのは適切ではない。 

学校は、学校徴収金の支出を適切に行われたい。 

小川高等学校には、私費

負担とする経費の考え方に

ついて指導した。 

都立学校教育部は、私費

負担とする経費の考え方に

ついて、学校徴収金事務手

引き及び平成２２年４月１

４日付２２教学高第９６号

「学校徴収金の取扱いにつ

いて（通知）」に基づき指導

するとともに、平成２２年

７月８日実施の一般実務研

修「学校徴収金の実務」に

て改めて高等学校全体に周

知徹底した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 学校徴収金

の支出を適切

に行うべきも

の 

教育庁は、学校徴収金の事務処理に当たり、「都

立高等学校運営費標準」において、「生徒の個人負

担とする経費」として、要件を列挙している。また、

個人負担の考え方は、「受益者負担」及び「生徒に

還元される」ことが原則とするものの、それらは限

定的にとらえる必要があるとしている。 

田無工業高等学校は、高校保健ニュース（１万５，

９００円）及び心の健康ニュース（７，５００円）

を購入しているが、両者とも、要件のいずれにも該

当しないこと、ニュースの購入及び校内掲示など保

健に関する啓蒙を目的とした経費の執行は、学校経

営の取組目標として「保健指導の充実」を掲げる学

校の予算（公費）により執行すべきことから、生徒

会費により支出するのは適切ではない。 

学校は、学校徴収金の支出を適切に行われたい。 

 

田無工業高等学校には、

私費負担とする経費の考え

方について指導した。 

都立学校教育部は、私費

負担とする経費の考え方に

ついて、学校徴収金事務手

引き及び平成２２年４月１

４日付２２教学高第９６号

「学校徴収金の取扱いにつ

いて（通知）」に基づき指導

するとともに、平成２２年

７月８日実施の一般実務研

修「学校徴収金の実務」に

て改めて高等学校全体に周

知徹底した。 

 

教育庁 給食費の徴

収等を適正に

行うべきもの

小金井工業高等学校定時制課程では、在籍生徒に

対して給食を実施しており、給食費は、年４回に分

割のうえ納付期限内に納付することとされている。 

ところで、平成２１年度において、２学期分の給

食費の納入状況について見たところ、給食費の納入

期限を７月１０日と設定して、６月２４日に保護者

に通知しているにもかかわらず、給食が開始される

までに給食費が納入されていない事例が認められ

たのは適切でない。 

学校は、給食費の徴収等を適正に行われたい。 

 

学校は、平成２２年４月

１４日付２２教学高第９６

号「学校徴収金の取扱いに

ついて（通知）」を受けて、

平成２２年６月１７日に経

営企画室係会を開催し、学

校徴収金の給食会計の取扱

いについて、学校徴収金等

事務の手引きに基づき、給

食費の徴収を適正に行うよ

う経営企画室職員に周知徹

底を図った。 

また、同年７月１日の室

係会で再度、９月以降の給

食費の未納の督促、未納者

に対する給食停止の措置を

徹底することを職員に指示

した。 

なお、未納者への督促に

ついては、副校長及び経営

企画課長が関係教職員に指

示を行い、教職員が協力し

て取り組んでいる。管理監

督者は、毎月実施している

帳票類の自己点検等で納入

状況を確認し、進行管理を

行っている。 
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〔平成２１年度決算審査（各会計歳入歳出）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
生活文化局 物品につい

て 

物品１点（小型四輪貨物自動車）が過大に登載さ

れている。 

物品 1 点について、平成

２２年６月１５日に物品管

理システムから削除した。

 

環境局 公有財産に

ついて 

＜建物＞ 

建物３０．９６ｍ２ 

 （港区白金一般環境大気測定

局）が過大に登載されている。 

平成２２年７月２７日に

財産情報システムに入力し

た。 

 

環境局 公有財産に

ついて 

＜出資による

権利＞ 

出資による権利３２億８，７２２万２，３００円

（（財）東京都環境整備公社出えん金（太陽エネル

ギー基金））が登載漏れとなっている。 

平成２２年８月１０日に

財産情報システムに入力し

た。 

 

福祉保健局 物品につい

て 

物品１点（紫外線処理装置9,397,500 円）が登載

漏れとなっている。 

物品１点（電話装置6,250,000 円）が過大に登載

されている。 

 

紫外線処理装置につい

て、平成２２年５月１４日、

物品管理システムに登録し

た。 

電話装置について、平成

２２年８月６日、物品管理

システムへの登録を除却処

理した。 

 

産業労働局 会計処理に

ついて 

（款）財産収入（項）財産運用収入（目）財産貸

付収入に係る収入未済額及び還付未済金が１９万

５，１２０円過大に計上されている。 

 

会計管理局の指示に基づ

き収入未済額については更

正処理済みである。また、

還付未済金は年度の繰越が

行われないため特段の処理

は不要である。 

 

建設局 公有財産に

ついて 

＜土地＞ 

土地４１２万６，０７３．４９㎡（東伏見公園用

地）が過大に登載されている。 

平成２２年７月２０日に

財産情報システムに修正入

力した。 

 

教育庁 物品につい

て 

物品１点（書類整理棚）が登載漏れとなっている。 当該物品は、青峰学園の

物品管理者が平成２２年８

月２０日、財務会計物品管

理システムに登録した。 
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〔平成２１年度決算審査（公営企業各会計）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
病院経営本

部 

固定資産の

有償譲渡に係

る会計処理を

適切に行うべ

きもの 

国庫補助金等により取得した建物など固定資産を

譲渡等した場合に、損失が発生したときには、地方

公営企業法施行令第２４条の２により、その補助金

等に相当する部分の損失は、資本剰余金を取り崩し

て埋めることができる。 

本部は、豊島病院の公社移管に伴い、土地、建物

などの固定資産を病院会計から一般会計へ、また、

八王子小児病院の移転統合に伴い、土地、建物など

の固定資産を福祉保健局へ有償で譲渡しており、い

ずれの建物も、国庫補助金等により取得している。 

これらの固定資産の有償譲渡に係る会計処理につ

いて見たところ、豊島病院の建物に係る損失分につ

いては、資本剰余金からの取り崩しを行っているが、

八王子小児病院分については、資本剰余金の取り崩

しを行っていない。 

同一会計において、有償譲渡による損失が発生し

ている同様な事例にもかかわらず、処理方法が異な

っていることは、適切でない。 

 

八王子小児病院分につい

て、資本剰余金の取り崩し

と雑収益（過年度損益修正）

を計上（１，９１２万２，

８６８円）する修正処理を

行った。 

病院経営本

部 

その他未収

金及び年賦未

収金を適正に

計上すべきも

の 

本部は、都立病院を公社に移管するに当たり、土

地などの固定資産を病院会計から一般会計へ有償譲

渡する際、支払条件を年賦とした場合は、１年以内

に回収する未収金を流動資産のその他未収金とし

て、また、１年を超えて回収する未収金を固定資産

の年賦未収金として計理している。 

しかしながら、豊島病院の公社移管に係るその他

未収金及び年賦未収金について見たところ、会計処

理を誤ったため、７億３，５９８万１，９９３円が

その他未収金で過大に、年賦未収金で過少に計上さ

れていた。 

会計処理の誤りについ

て、その他未収金と年賦未

収金を振替える修正処理を

行った。 

 

 

水道局 消費税等の

税額計算を適

正に行うべき

もの 

局は、消費税及び地方消費税の額として、４４億

８，７７３万９，６００円を計上している。 

 ところで、消費税等の税額計算について見たとこ

ろ、局は、水源施設の建設に係る割賦負担金の利子

相当分を非課税扱いとするべきにもかかわらず、伝

票入力時の過誤により課税扱いとしたため、税額か

ら控除する額が過大となり、結果として消費税等の

額を５，７７６万７，３００円過小に計上している。 

 

本指摘における過小額

は、過年度修正により是正

し、平成２２年６月３０日

の確定申告においては、適

正な納付額を申告した。 

また、今後、伝票作成が

適正に行われるよう、当該

部においては当該支出にお

ける支払伝票作成表を作成

して、再発防止を図った。

さらに、局においては平成

２２年８月５日付通知に

て、すべての部所に対して

同様の誤処理が発生しない

よう周知徹底を図った。 
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〔平成２１年行政監査（都立学校の経営について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 学校を挙げ

て滞納整理を

行うべきもの

授業料、学校徴収金の未納回数を重ね金額が増え

ると支払いが困難となるため、速やかに納入を促す

必要があるが、督促を行っていない事例が見受けら

れた。また、担当教員からの電話等による早期の納

付指導を行っている学校は少数であった。 

都立学校教育部は、学校を挙げて滞納整理を行う

よう指導を徹底されたい。 

未納督促は、経営企画室

職員だけでなく、管理職・

教員を含め、校内で組織的

に取り組むものであること

について、平成２２年４月

１４日付２２教学高第９６

号「学校徴収金の取扱いに

ついて（通知）」にて通知す

るとともに、平成２２年４

月１６日に学事担当者悉皆

の授業料・学校徴収金事務

説明会を実施し周知・徹底

した。 

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会及び経営企画課室長連

絡会においても周知した。

さらに、平成２２年７月８

日に一般実務研修「学校徴

収金の実務」を実施し、周

知徹底した。 

 

教育庁 授業料と学

校徴収金との

両方にかかる

催告の経緯を

記載すべきも

の 

個人別管理簿を、授業料の未納者についてのみ作

成している学校が多く見受けられた。また、授業料

と学校徴収金とを別に作成している事例も見受け

られた。 

 滞納整理に当たっては、個人別管理簿の記載内容

により、適切かつ適時の催告を行う必要がある。 

都立学校教育部は、学校が、個人別管理簿を生徒

毎に作成し、授業料と学校徴収金との両方にかかる

催告の経緯を記載するよう指導されたい。 

個人別管理簿による督促

経過の適切な記録・保管管

理について、平成２２年４

月１４日付２２教学高第９

６号「学校徴収金の取扱い

について（通知）」にて通知

するとともに、平成２２年

４月１６日に学事担当者悉

皆の授業料・学校徴収金事

務説明会を実施し周知・徹

底した。 

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会及び経営企画課室長連

絡会においても周知した。

さらに、平成２２年７月８

日に一般実務研修「学校徴

収金の実務」を実施し、周

知徹底した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 卒業まで引

き続き管理す

べきもの 

各学校は年度が変わるごとに個人別管理簿を作

成しなおしている。また、繰り返し未納となるごと

に個人別管理簿を別途作成している事例も多い。 

 一旦作成した個人別管理簿は、卒業まで、引き続

き管理する必要がある。 

 都立学校教育部は、各学校が、卒業まで引き続き

管理するよう、指導されたい。 

個人別管理簿は対象生徒

が在籍しなくなるまで適切

に保管管理すべきことにつ

いて、平成２２年４月１４

日付２２教学高第９６号

「学校徴収金の取扱いにつ

いて（通知）」にて通知する

とともに、平成２２年４月

１６日に学事担当者悉皆の

授業料・学校徴収金事務説

明会を実施し周知・徹底し

た。 

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会及び経営企画課室長連

絡会においても周知した。

さらに、平成２２年７月８

日に一般実務研修「学校徴

収金の実務」を実施し、周

知徹底した。 

 

教育庁 個人別管理

簿に未納者の

状況を詳細に

記載すべきも

の 

農業高等学校は、授業料未納者にかかる個人別管

理簿を作成しているものの、個人情報を公文書に記

載することは適切でないとして、督促状の発送日の

み記入しており、適切でない。 

 本来、個人別管理簿は、未納の理由、経済状況、

未納者との交渉内容、未納者の支払の約束を詳細に

記録しておき、適時に適切な催告を行うための基礎

的な資料であるとともに、学校内で情報を共有する

ための資料である。 

学校は、個人別管理簿に未納者の状況を詳細に記

載し、適時に適切な催告を行われたい。 

当該校に対して、未納の

理由、経済状況、未納者と

の交渉内容、未納者の支払

の約束を詳細に記録するよ

うに指導した。また、平成

２２年４月１４日付２２教

学高第９６号「学校徴収金

の取扱いについて（通知）」

にて通知するとともに、平

成２２年４月１６日に学事

担当者悉皆の授業料・学校

徴収金事務説明会を実施し

周知・徹底した。 

さらに、平成２２年４月

開催の校長連絡会、副校長

連絡会及び経営企画課室長

連絡会においても周知する

とともに、平成２２年７月

８日に一般実務研修「学校

徴収金の実務」を実施し、

周知・徹底した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 教材の計画

的な購入を行

うべきもの 

教材の購入は、購入の決定、発注、納品、支払の

各手続が必要である。しかしながら、教員が先に教

材を納品させ、事後に請求書を提出している事例

（以下「事後承認」という。）、教員が費用を立て

替えて教材を購入し、事後に領収書等により、立替

分の支払を受けている事例（以下「立替払」という。）

が、見受けられた。 

 この結果、事後承認にかかる請求書、立替払にか

かる領収書等の提出が遅れて、転・退学者への返還

額が誤りであったことが返還後に判明した事例も

見受けられた。 

都立学校教育部は、各学校に対し、教材の計画的

な購入を指導されたい。 

収入承認書による事前の

意思決定の徹底について、

平成２２年４月１４日付２

２教学高第９６号「学校徴

収金の取扱いについて（通

知）」にて通知するととも

に、平成２２年４月１６日

に学事担当者悉皆の授業

料・学校徴収金事務説明会

を実施し周知・徹底した。

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会及び経営企画課室長連

絡会においても周知した。

さらに、平成２２年７月８

日に一般実務研修「学校徴

収金の実務」を実施し、周

知徹底した。 

 

教育庁 地域体験学

習にかかる精

算を適切に行

うべきもの 

白鷺特別支援学校は、地域体験学習としてシティ

キャンパス（生徒が一定額の現金を持って、決めら

れた施設に行き、昼食をとるなど消費活動を学習す

るもの）を行っている。 

精算について見たところ、必要経費を積立金から

支出し、主に交通費、食事代等に使用しており、残

金はそのまま生徒に持ち帰らせている。持ち帰らせ

るに当たり、残金を連絡帳に記載しているので、返

金額が保護者にも分かるようになっているとして

いるが、確実に保護者が返金額を受け取ったかを確

認できる証憑が残されていない。 

また、地域体験学習は、現金の使い方を生徒が学

習することもその目的としており、学校に持ち帰ら

せて精算させることも学習の一環となる。 

 

学校は、行事終了後、精

算報告書を保護者宛の文書

で通知し、返金がある場合

は、受領書を徴することと

し、精算時の支出承認書に

添付して処理するよう改め

た。 

これを受けて、平成２２

年度の行事より、返金額は

学校に持ち帰って精算し、

保護者への返金にあたって

領収書を受け取っている。

 

教育庁 給付金を適

正に管理すべ

きもの 

日本スポーツ振興センターへの災害共済給付金

の支給について、次のような適切でない事務処理が

あった。 

・帳簿を作成していないため、あるべき残高の把

握ができていない。 

・給付金の支給に当たって、意思決定を行ってい

ない。など 

また、次のような適正でない事例があった。 

・口座に不明金が残っていた。 

・給付から数ヶ月間、給付金の支払いが遅れてい

た。など 

部は、各学校が給付金を適正に管理できるよう、

標準的な事務処理手順を定め、指導されたい。 

標準的な事務処理手順等

を策定し、平成２２年３月

３０日付２１教学健第８３

５号「独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター法によ

る災害共済給付の適正な処

理について（通知）」によ

り学校に周知した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 部活動に関

する現金管理

を適切に行う

べきもの 

学校では、合宿費の適正・適切な管理ができてお

らず、部費については、一部を除き、徴収の有無も

把握していない。 

都立学校教育部は、部活動合宿費について、① 校

長又は副校長名の通帳により管理すること。② 経

費の収入、支出にあたっては校内決定を行うことを

各学校あて通知しているが、通知の内容では、不十

分である。部は、部活動関連費用の使途を明らかに

し、常に残高が適正管理できる事務処理手順を整

え、学校を指導されたい。 

平成２２年４月１６日付

で、部活動経費にかかる事

務処理手順に関する通知を

作成し、全都立高等学校長

あてに発出し、周知徹底し

た。 

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会、経営企画課室長連絡

会においても、同通知の趣

旨を周知し、通知に基づく

適正な事務処理を行うよう

指導した。 

 

教育庁 海外修学旅

行に伴う外貨

両替を適正に

管理すべきも

の 

橘高等学校は、オーストラリア修学旅行の実施に

あたり、第三学年会計担当が生徒から日本円を預か

り、旅行業者にオーストラリアドルへの両替を行わ

せ、生徒に配布している。しかしながら、学校は、

これを管理しておらず、簿外処理となっていること

は、適正でない。 

学校は、生徒から現金を預かるに当たっては、必

ず預かり・支払にかかる証憑を整備・保管し、現金

の出納を記帳するとともに、現金有り高が適正であ

るかの照合を行う必要がある。 

現金取扱に関する適切な

管理について、平成２２年

４月１４日付２２教学高第

９６号「学校徴収金の取扱

いについて（通知）」にて通

知するとともに、平成２２

年４月１６日に学事担当者

悉皆の授業料・学校徴収金

事務説明会を実施し周知・

徹底した。 

また、平成２２年４月開

催の校長連絡会、副校長連

絡会及び経営企画課室長連

絡会においても周知した。

さらに、平成２２年７月８

日に一般実務研修「学校徴

収金の実務」を実施し、

周知徹底した。 

教育庁 就学奨励費

管理システム

を改善すべき

もの 

各特別支援学校は、支給対象者の認定から支給ま

での事務を、就学奨励費管理システムを利用して行

っている。 

各学校は、就学奨励費の支給に当たり、学校給食

費等について、学校徴収金により支出した額を、生

徒個人毎、対象経費毎に、金額をシステムに入力し

ているが、システムへの入力事務に多くの労力を要

している。 

ところで、各学校は、表計算ソフトウェアにより

個人別管理表を作成し、就学奨励費対象経費を個人

ごとに管理している。 

そこで、システムに個人別管理表のデータの一部

を取込む機能を持たせることで、就学奨励費支給事

務の効率化と精度の向上を図ることができる。 

 

システムに個人別管理表

のデータの一部を取込む機

能追加を行い、平成２２年

７月１５日に各特別支援学

校あてマニュアルにて周知

した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 学校徴収金

の点検を効果

的に行うべき

もの 

都立学校教育部並びに東部、中部及び西部の各学
校経営支援センターの経営支援室は、平成２０年度
から、学校における学校徴収金の取扱いについて、
点検を行っている。 
しかしながら、点検内容は、極めて簡易なものと
なっており、適切なチェックリストとなっておら
ず、この結果、指導内容が適切でない事例も見受け
られる。 

部及び各センターは、法務監察の内容と整合する

よう、適切なチェックリストを作成するなどして、

学校徴収金の点検を効果的に行われたい。 

平成２２年度の点検実施

に向け、点検マニュアル、

点検表等の改訂を行った。

また、点検結果について

は、所管課及び法務監察課

との情報の共有化を図るこ

ととし、効果的に私費会計

の点検を実施し、都立学校

を支援していく。 

 

教育庁 公開講座に

おける実費の

管理を適正に

行うべきもの

地域教育支援部は、平成２１年度都立学校公開講

座実施要領により、各都立学校が公開講座を行うに

当たり、受講者から、受講料とは別に、必要に応じ

て実費（材料費、保険料等）を徴収することができ

るとしている。 

しかしながら、部は、実費の管理について、実施

要領や手引に、運営委員長名で領収書を発行し、講

座終了までに会計報告を行う、とのみ記載するに止

まり、具体的な管理方法を指導しておらず、適切で

ない。この結果、数校で適正・適切でない事務処理

を行っている。 

部は、各学校が適正に実費の管理を行えるよう指

導されたい。 

改訂を行った「都立学校

開放事業 運営の手引」を

平成２２年４月１９日付で

各学校に配布し周知した。

また、学校が、適正な事

務処理を行うよう、実費の

徴収事務に関する事項を

「都立学校開放事業実施に

伴う変更点・留意点につい

て」（通知）の一項目として

作成し、平成２２年４月１

９日付で各学校に配布し周

知した。 

 

教育庁 実費の徴収

方法を改める

べきもの 

地域教育支援部は、「都立学校開放事業 運営の

手引」により、傷害保険の契約など開始日以前に実

費の徴収が必要な場合には、事前に徴収し、講座の

受講に必要な材料については、講座開始日に徴収す

ることとしている。 

しかしながら、講座開始までに講師が材料費を立

て替えて材料を購入したところ、欠席した受講者の

材料費を回収できずに、講師が材料費を負担したま

まとなっている事例などが発生している。 

部は、材料費を前納とするよう手続を改められた

い。また、保険契約については、その内容を検討す

るとともに、当面は事前の徴収を行うよう学校に指

導されたい。 

改訂を行った「都立学校

開放事業 運営の手引」を

平成２２年４月１９日付で

各学校に配布し周知した。

また、実費の事前徴収の

徹底を図るための注意事項

を「都立学校開放事業実施

に伴う変更点・留意点につ

いて」（通知）の一項目とし

て作成し、平成２２年４月

１９日付で各学校に配布し

周知した。 

特別支援学校における保

険料の事前徴収の徹底につ

いては、改訂した「都立学

校開放事業 運営の手引」

及び「都立学校開放事業実

施に伴う変更点・留意点に

ついて」（通知）で周知した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 施設開放事

業負担金等の

債権管理を適

正に行うべき

もの 

都では、調定数が多く事務処理の効率上、別途シ
ステムによる管理を行う必要がある場合などには、
事後に調定額のみ財務会計システムに登録する（以
下「特例調定」という。）ことができる。この場合、
債権を正確かつ網羅的に把握し、その情報を確実に
保持する必要がある。 
ところで、光熱水費負担金の特例調定を見たとこ

ろ、各学校では、「納付書送付団体一覧」を表計算
ソフトウェアを利用して作成しているが、部は、電
子ファイル、印刷物のいずれについても管理の方法
を定めていない。また、公開講座の受講料について
も光熱水費負担金と同様の方法で特例調定を行っ
ている。部は、これらについて、適正な債権及び収
入の管理を行うために、① 正確かつ網羅的に債権
を把握し、その情報を保持すること ② 事前調定
を行うことのいずれかが必要である。 

部は、施設開放事業負担金等について、正確かつ

網羅的な債権管理を行われたい。 

 

「正確かつ網羅的な債権

把握と情報保持」について、

(1) 「都立学校開放事業運

営の手引き」を改訂し、適

正な債権管理のための「税

外徴収簿」の作成・管理方

法及び都教委への提出方法

について、明記した。 

また、税外徴収簿とし

て、｢納付書送付団体一覧｣

（公開講座「受講予定者一

覧」）の様式を改めた。 

(2) 「債権管理」に関わる

注意事項等について、通知

文「平成２２年度都立学校

開放事業実施に伴う変更

点・留意点について」を作

成した。 

(3)  改訂した「手引き」

及び通知文「平成２２年度

都立学校開放事業実施に伴

う変更点・留意点について」

を、平成２２年４月１９日

付けで、各学校に配布し周

知した。 

 

教育庁 施設開放事

業負担金の事

前納入を徹底

すべきもの 

地域教育支援部は、光熱水費負担金の納入につい

て、天候に左右される屋外施設を除き、前納として

おり、団体側の都合により未使用の場合でも、返還

しないとしている。 

各学校における納入状況を見たところ、原則どお

り前納している団体がある一方で、後納している団

体も多数見受けられた。 

部は、事前納入を徹底するよう各学校を指導する

とともに、使用団体に対しても事前納入を行うよう

周知を徹底されたい。 

事前納入に対する各学校

への指導及び使用団体への

周知の徹底については、 

(1) ｢学校開放事業 運営

の手引き｣の改訂を行い、事

前納入徹底についての留意

事項及び使用団体に対する

例示を明記した。 

(2)  事前納入の徹底に関

わる注意事項について、通

知文｢平成２２年度学校開

放事業実施に伴う変更点・

留意点について｣を作成し

た。 

(3) 改訂した｢手引き｣及

び通知文｢平成２２年度学

校開放事業実施に伴う変更

点・留意点について｣を、平

成２２年４月１９日付け

で、各学校に配布し周知し

た。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 直接かつ速

やかに申請者

に補助金を交

付すべきもの

瑞穂農芸高等学校及び大崎高等学校は、教科用図

書補助金及び夜食費補助金の申請者の承認を得な

いまま、学校徴収金として収入した後、翌年度、申

請者に現金で交付している。 

補助金は、申請者のものであり、校長は申請者の

委任を受けて補助金を申請しているのであるから、

速やかに申請者に交付すべきである。 

学校は、直接かつ速やかに申請者に補助金を交付

されたい。 

大崎高校では、学校長か

ら経営企画室長に対して、

経営企画室内の職務遂行状

況について日常的に把握・

監督し、適宜、報告するよ

う求めるとともに、今年度

の補助金支給にあたって

は、保護者指定口座への振

込みとするよう指示し、支

出命令書により口座への振

り込みを行った。 

瑞穂農芸高校では、申請

者より口座振替依頼書を

徴収し、直接支給に変更す

るとともに、支出命令書に

より口座への振り込みを

行った。 

 

教育庁 給食予約の

方法を改める

べきもの 

大山高等学校定時制課程では、予約食数８，２

２９食のうち２，７２５食（３３．１％）が喫食

されていない。これは、生徒の喫食予定を確認し

ているとしているものの、教員が予約を行ってい

ることによるものである。 

 しかしながら、予約をすることは喫食の申し込

みとなり、給食費の支払いが発生するのであるか

ら、予約は生徒自ら行う必要がある。      

 学校は、給食予約の方法を改められたい。  

生徒は、２週間前までに

給食費を納入し、かつ自分

で予約する方法に改めるこ

ととし、平成２２年４月よ

り実施している。 

 

 

 

教育庁 転・退学の

原因と指導内

容を記録すべ

きもの 

副申書は、生徒から転・退学の申請があったとき

に、担任が転・退学が適切であることを申し添える

ものであり、校長は、転・退学願及び副申書を判断

の主な根拠とし、不足する情報を担当教員等から聞

き取って、転・退学を許可している。 

したがって、転・退学にかかる副申書は、①：転・

退学の理由、②：①が発生した原因、③：②を解消

するために学校が行った指導、について記載すると

ともに、原因・理由・指導内容を客観的に検証する

ことができるようにしておく必要があるが、資料等

によりこれを検証できる状態にはなっていない。 

 

副申書の記載の内容につ

いて、平成22年３月の校

長・副校長連絡会において、

転・退学に至る原因や理由、

指導経過等を副申書に記載

又は添付するなど指導内容

を記録し適切に管理するよ

う指導するとともに、全都

立高校に通知を発出した。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 原級留置を

認めるべきも

の 

本来、懲戒によらなければ、未履修また未修得に
よる退学処分はできないにもかかわらず、南葛飾高
等学校、淵江高等学校及び総合工科高等学校は、学
校の方針として原級留置を認めず、結果として自主
退学させており、適正でない。 
学校は、原級留置を認めない方針を廃止された
い。 
 

指摘された総合工科、南

葛飾、淵江の３校は、原級

留置を認めない方針を改

め、平成２１年度には各学

校において原級留置を認め

た。 

教育庁 スクールカ

ウンセラー活

用事業の目的

を明確にすべ

きもの 

スクールカウンセラー活用事業として、スクール

カウンセラーを都立高校６０校に配置しており、配

置期間は、１校当たり原則２年としている。 

スクールカウンセラーの常時配置が必要なチャ

レンジスクール、エンカレッジスクール及び昼夜間

定時制の計１５校を除くと、現状では、都立高校１

７９校に対し、４５校にしかカウンセラーを配置す

ることができないため、スクールカウンセラーを配

置しておく２年間の間に学校の教育相談体制を確

立する必要がある。 

しかしながら、指導部は、スクールカウンセラー

活用事業の実施にあたり、教育相談体制の確立の視

点からは、配置校の選定、活用状況の把握を行って

いない。 

部は、スクールカウンセラー活用事業の主な目的

として、教育相談体制の確立を明確に位置づけられ

たい。 

平成２２年４月に「スク

ールカウンセラー活用ガイ

ドライン」を策定し、スク

ールカウンセラーを活用し

て教育相談体制を確立する

ことについて明記するとと

もに、スクールカウンセラ

ー配置校に配布し周知し

た。 

また、平成２２年５月１

４日及び８月２６日のスク

ールカウンセラー連絡会に

おいて、同ガイドラインの

内容について解説し、組織

的な相談体制の構築につい

てスクールカウンセラーへ

の周知徹底を図った。 

さらに、平成２２年７月

２３日及び８月２０日のス

クールカウンセラー配置校

連絡会において、同ガイド

ラインの内容について解説

し、組織的な相談体制の構

築について、配置校の管理

職への徹底を図った。 

 

教育庁 スクールカ

ウンセラーの

効果を検証す

べきもの 

指導部は、スクールカウンセラーを配置した学校

に対し、スクールカウンセラー活用事業報告書を提

出させている。 

スクールカウンセラー活用事業の主な目的は、教

育相談体制の確立であるが、報告書では、スクール

カウンセラーの業務内容とカウンセリングの効果、

教員への研修等については記載させているものの、

教育相談体制の構築、稼動の状況については報告さ

せておらず適切でない。 

部は、スクールカウンセラー活用事業の効果を適

切に検証されたい。 

「平成２１年度スクール

カウンセラー活用事業報

告」に「校内の相談体制の

整備状況」及び「校内の相

談体制を活用した問題行動

等への指導の成果」を記載

させ、各学校における相談

体制の構築、稼働状況を報

告させた。この報告を受け、

スクールカウンセラー活用

事業の効果の検証を行っ

た。今後も毎年度、相談体

制の構築状況を含めた検証

を行っていく。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 教育相談体

制を構築し、

転・退学の防

止対策を講じ

るべきもの 

五日市高等学校全日制課程は、平成２０年度にお

いて４９名が転・退学しており、転・退学率が１４％

となっている。平成２０年度には、スクールカウン

セラーが配置されていたが、これらのいずれも、

転・退学に至る過程でカウンセリングを受けていな

い。 

転・退学許可にかかる副申書によると、転・退学

者の中に４例のカウンセリングによる効果が見込

める事例が見受けられたが、学校においては、①平

成２１年度には学校がスクールカウンセラーの配

置を解除している、②平成２１年度学校経営計画に

退学者対策、相談体制の構築に関する記載がないな

ど、転・退学防止へ取り組みが見受けられない。 

 

平成２２年度教育課程届

の教育目標「指導の重点」

に生活指導関係として「学

校教育相談を基本として、

中途退学防止に努める」こ

とを掲げ、教員に方針を示

した。 

また、教育相談委員会を

学校教育相談の中心に据え

た相談体制を構築した。 

さらに、教育相談センタ

ーに指導主事の来校を要請

し、平成２２年７月２日に

校内研修を実施した。 

 

教育庁 報告内容に

ついてガイド

ラインを定め

るべきもの 

スクールカウンセラー等によるカウンセリング

は、守秘義務を前提として行う必要がある一方、生

徒の問題の解決に当たり、カウンセリング結果を学

校に報告し、学校と連携する必要がある。 

しかしながら、スクールカウンセラー等が学校に

報告している内容は、学校によって異なる。 

これは、指導部がカウンセリング結果のうち、学

校に報告すべき内容を明確に定めていないことに

よる。 

指導部は、報告すべき内容について、ガイドライ

ンを定められたい。 

平成２２年４月に「スク

ールカウンセラー活用ガイ

ドライン」を策定し、報告

用フォーマット例により内

容を示している。 

平成２２年４月に「アド

バイザリースタッフガイド

ライン」を策定し、報告書

様式により報告内容を定め

ている。 

平成２２年４月８日にス

クールカウンセラーガイド

ラインを、スクールカウン

セラー配置校に配布し、管

理職及び教職員に周知し

た。アドバイザリースタッ

フ及びアドバイザスタッフ

を派遣する学校に対して

は、学校への報告の書式を

示し徹底を図った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 報告の方法

を定めるべき

もの 

スクールカウンセラー等が学校に報告している

方法についてみると、①カウンセリング記録を提出

している場合、②生徒を特定できない方法でカウン

セリング結果の一部を文書により報告している場

合、③口頭のみにより報告している場合など、様々

である。 

守秘義務及び個人情報保護の遵守を確認する視

点から、伝達した情報が明確になるよう、必ず文書

により報告する必要がある。指導部は、カウンセリ

ング結果の報告方法を定められたい。 

平成２２年４月に「スク

ールカウンセラー活用ガイ

ドライン」を策定し、報告

を文書で行うよう明記し

た。 

平成２２年４月に「アド

バイザリースタッフガイド

ライン」を策定し、報告を

文書で行うよう明記した。

平成２２年４月８日に、

同ガイドラインをスクール

カウンセラー配置校に配布

し、管理職及び教職員に周

知した。アドバイザリース

タッフ及びアドバイザスタ

ッフを派遣する学校に対し

ては、学校への報告の書式

を示し徹底を図った。 

 

教育庁 図書館の運

営と活用にか

かる役割分担

を適切に行う

べきもの 

司書教諭の役割は、学校図書館の授業利用など教

育課程からの読書活動推進、利用促進など学校図書

館の活用であり、学校司書の役割は、選書・除籍・

貸出管理・統計など学校図書館の管理・運営である。 

 しかしながら、各学校における司書教諭と学校司

書の役割分担を見ると、司書教諭が本来行うべき、

教育課程からの読書活動推進などの業務を行って

いない事例が多数認められた。 

指導部は、学校司書が図書館の管理を、司書教諭

が読書活動推進など学校図書館の活用を担当する

よう、指導を徹底されたい。 

学校司書及び司書教諭の

図書館の運営と活用にかか

る役割分担について、平成

22 年 3 月 30 日付、21 教指

企第 1294号「都立高等学校

における学校図書館の適切

な管理・運営について（通

知）」で、都立高等学校長あ

てに周知・徹底した。また、

指摘事項で挙がった学校の

内から足立東高校へ主任指

導主事が平成 22 年 7 月 30

日に学校訪問を実施し、管

理職及び司書から改善状況

を聞き取り、必要な指導を

行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 学校図書館

の授業への利

用を促進すべ

きもの 

各学校における学校図書館の授業等における利

用状況について、平成１９年度児童・生徒の読書の

状況及び学校における読書活動等に関する調査に

よっても、組織的に学校図書館を授業に利用してい

る学校は１９．９％に過ぎない。 

しかしながら、学校では、読解力向上のための活

動の推進策として、授業における図書館利用の促進

を図ることが重要である。 

指導部は、各学校が、授業等における図書館利用

の促進を図るよう、指導されたい。 

学校図書館における授業

での利用について、平成２

２年３月３０日付、２１教

指企第１２９４号「都立高

等学校における学校図書館

の適切な管理・運営につい

て（通知）」で、都立高等学

校長あてに周知・徹底した。

また、指摘事項で挙がった

学校の内から青井高校、南

葛飾高校及び松原高校へ主

任指導主事が平成２２年７

月２７日、８月３日、８月

２４日に学校訪問を実施

し、管理職及び司書から改

善状況を聞き取り、必要な

指導を行った。 

 

教育庁 選書理由を

記録し選書基

準を検証すべ

きもの 

各学校は、図書館用図書を購入する場合、選書の

うえ購入しているとしている。 

 しかしながら、各学校の選書リストを見たとこ

ろ、どの基準に基づき選書しているかを明確に記載

しておらず、購入後の利用状況も追跡していないた

めに、選書が効果的であったか、基準が適切かを検

証できない状態となっており、適切でない。 

指導部は、学校が選書基準を図書毎に明らかに

し、選書基準の効果を検証するよう、指導されたい。 

図書資料の選書基準の検

証については、平成22年3

月30日付、21教指企第1294

号「都立高等学校における

学校図書館の適切な管理・

運営について（通知）」で、

都立高等学校長あてに周

知・徹底した。また、指摘

事項で挙がった学校の内か

ら田柄高校、調布南高校、

足立東高校、青井高校、葛

西工業に学校訪問を実施

し、管理職及び司書から改

善状況を聞き取り、必要な

指導を行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 システムの

運用を早急に

開始すべきも

の 

平成２１年度、平成２０年度に図書館管理システ

ムを導入した都立学校の中で、蔵書データの遡及入

力を、学校司書一人が作業を行っていることから、

システムへの入力に時間を要し、図書館管理システ

ムの運用開始を監査日から１年後としている事例

が認められた。 

また、図書館管理システムの導入により利用可能

となるデータの図書館運営への活用方針について

も、現在決まっていないとのことであるが、司書教

諭を中心として検討すべきである。 

指導部は、図書館管理システムは導入しているも

のの、当分の間未稼働の学校に対して、図書館シス

テムを早急に運用開始させ、活用可能となるデータ

の活用方針を定めるよう指導されたい。 

図書館管理システム導入

校への蔵書データの登録及

び活用については、平成22

年 3 月 30 日付、21 教指企

第 1294号「都立高等学校に

おける学校図書館の適切な

管理・運営について（通知）」

で、都立高等学校長あてに

周知・徹底した。また、指

摘事項で挙がった学校の内

から青井高校、葛西工業高

校に学校訪問を実施し、管

理職及び司書から改善状況

を聞き取り、必要な指導を

行った。 

 

教育庁 個別図書の

貸出を分析し

選書基準を検

証すべきもの

都立学校の約５０％が、なんらかの図書館管理シ

ステムを導入している。 

これらのシステムでは、どの本がよく貸し出され

読まれたかという集計機能を備えている。この機能

は、集計する期間、集計するランク等が自由に設定

できる仕様になっている。 

指導部は、図書館管理システムを導入している学

校に対し、システムを活用し、個別図書の貸出回数

等の集計・分析することで、選書基準を検証するよ

う指導されたい。 

図書館管理システム導入

校における図書の貸出の分

析及び選書基準の検証につ

いては、平成22年3月30日

付、21教指企第1294号「都

立高等学校における学校図

書館の適切な管理・運営に

ついて（通知）」で、都立高

等学校長あてに周知・徹底

した。また、指摘事項で挙

がった学校の内から統括指

導主事が、荒川商業、江戸

川高校に電話により管理職

から改善状況を聞き取り、

必要な指導を行った。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 亡失図書の

削減策を検討

すべきもの 

平成２０年度末での亡失（蔵書点検により不在と

なり、そのまま一定年数が経過）による学校図書館

所蔵図書の除籍の状況について見たところ、多数の

図書の除籍を行っている事例が認められた。 

現在、学校図書館の開館時は、学校司書あるいは

司書教諭がおり、彼らが不在の場合は、閉館にする

か、他の図書館運営に携わっている教員がその代役

を果たしているため、図書館の管理体制はある程度

は整備されているものと考えられるが、亡失図書の

発生をさらに抑制するためには、入館者・退館者に

対する十分な注意、亡失が判明した図書の迅速かつ

十分な追及・捜索の実施が必要である。 

指導部は、学校に対し、その削減策について検討

するよう、指導されたい。 

亡失図書の削減策につい

ては、平成22年3月30日付、

21教指企第1294号「都立高

等学校における学校図書館

の適切な管理・運営につい

て（通知）」で、都立高等学

校長あてに周知・徹底した。

また、指摘事項で挙がった

学校の内から統括指導主事

が、墨田川高校に電話によ

り管理職から改善状況を聞

き取り、必要な指導を行っ

た。 

教育庁 除籍事由を

明確にすべき

もの 

学校における図書館所蔵図書の除籍状況につい

て見たところ、各学校において、図書の除籍基準は

作成しているものの、除籍についての組織だった検

討を行っていない事例、除籍の事由が明確でない事

例が認められた。 

指導部は、学校が除籍（廃棄等）対象図書につい

て組織的な検討を行ない、明確な除籍事由を付した

うえで、除籍するように指導されたい。 

除籍事由の明確化につい

ては、平成 22 年 3 月 30 日

付、21教指企第 1294号「都

立高等学校における学校図

書館の適切な管理・運営に

ついて（通知）」で、都立高

等学校長あてに周知・徹底

した。また、指摘事項で挙

がった学校の内から主任指

導主事が、調布南高校、足

立東高校、葛西工業高校に

学校訪問を実施し、管理職

及び司書から改善状況を聞

き取り、必要な指導を行っ

た。 

 

教育庁 レファレン

ス記録を整備

すべきもの 

学校図書館のレファレンス記録の整備状況につ

いて見たところ、回答内容まで正確に記録している

学校図書館がある一方、質問内容のみ記録している

事例、記録がない事例も認められた。 

レファレンス記録の整備は、同様の照会に対し

て、迅速かつ統一した回答及び指導を行うことがで

きること等、生徒の学校図書館及び他の公共図書館

の利用の向上に役立つものである。 

指導部は、各学校に対し、レファレンス記録の整

備について、指導されたい。 

学校図書館のレファレン

ス記録の整備については、

平成22年3月30日付、21教指

企第1294号「都立高等学校

における学校図書館の適切

な管理・運営について（通

知）」で、都立高等学校長あ

てに周知・徹底した。また、

指摘事項で挙がった学校の

内から主任指導主事が、青

井高校、南葛飾高校に学校

訪問を実施し、管理職及び

司書から改善状況を聞き取

り、必要な指導を行った。
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対象局 事項 監査結果の要約 講じた措置の 

概要 
教育庁 公共図書館

等との連携を

検討すべきも

の 

今回、行政監査の対象とした都立高等学校４４校

のうち、近隣の公共図書館に団体貸出の登録を行

い、図書資料の貸出を受けている学校は、５校にと

どまっている。 

一方で、自校の図書館が所蔵していない図書につ

いて、教員・生徒に対するレファレンスに当たり近

隣の公共図書館等に照会し、資料の貸出を受けてい

るが、団体貸出の制度を利用せず、学校司書の人的

つながりによって行っている事例が見受けられた。 

学校司書の人的つながりによらず、他の公共図書

館等との連携についての体制作りを検討するよう、

指導部は学校を指導されたい。 

公共図書館等との連携に

ついては、平成22年3月30

日付、21教指企第1294号「都

立高等学校における学校図

書館の適切な管理・運営に

ついて（通知）」で、都立高

等学校長あてに周知・徹底

した。また、指摘事項で挙

がった学校の内から主任指

導主事が、松原高校に学校

訪問を実施し、管理職及び

司書から改善状況を聞き取

り、必要な指導を行った。

教育庁 ＰＣＬＬ教

室の整備方針

を改めるべき

もの 

各学校におけるＰＣＬＬ教室及びＰＣＬＬ教室

への未更新校の利用状況等を見たところ、①ＰＣ教

室機能またはＬＬ教室機能のいずれか１室で足り

るとする学校、②ＣＡＬＬ教室１室では不足する学

校など、各学校におけるＰＣＬＬ教室、ＬＬ教室及

びＰＣ教室の必要度や活用方法は様々である。 

各学校の事情を考慮せず、ＰＣＬＬ教室を一律各

校１教室配備する方針は、実態に即していない。 

 

 

 

（注）ＣＡＬＬシステムとは、コンピュータを活用

した語学練習装置 

ＰＣＬＬ（ＣＡＬＬシス

テム）教室の整備について、

「学級数の多い学校（２４

学級以上）」及び「外国語

コース設置校」を第二ＣＡ

ＬＬ教室配備の対象校とす

ることを、平成２１年度事

務事業評価に盛り込んだ。

これに伴い、２１教学高

第１７７５号「平成２２年

度ＬＬ装置及びＬＡＮ・Ｃ

ＡＬＬシステムの取扱いに

ついて」により、平成２２

年度は外国語コース等の設

置校に対して第二ＣＡＬＬ

教室を導入することとし

た。 

 

教育庁 造改修箇所

の選定過程を

検証すべきも

の 

都立学校教育部及び東部、中部、西部の学校経営

支援センターは、都立学校からの造改修要望につい

ては、建築基準法等の法令違反及び危険のあるもの

を優先して造改修を行っている。 

 しかしながら、優先して対応すべき事例にもかか

わらず、監査日現在、具体的な対応が定まっていな

かった。そこで、部及び各センターにおける造改修

要望の選定過程を見たところ、造改修の対象としな

い場合について、理由が明確になっていない。 

部は、造改修箇所の選定過程を検証されたい。 

造改修事業に係る工事計

画については、各センター

毎に異なっていた判定基準

の統一化を行い、判定過程

がより明確になるよう見直

しを図った。 

工事対象としない案件に

ついては、学校からの要望

件数が年間３，０００件程

度にのぼることから、ヒア

リングや現地調査等におい

て、選定基準や工事対象と

しない理由を、さらに丁寧

に説明していく。 
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〔平成２１年行政監査（水道事業における監理団体への業務委託について）〕 

 

対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
水道局 

（東京水道

サービス株

式会社） 

工事完了後

の工事（完成）

検査申込みを

速やかに行わ

せるべきもの

八王子、立川、小平、多摩の各サービスステーシ

ョンにおいて、工事（完成）検査の状況を確認した

ところ、監査日（平成２１．１０．２８～１１．２）

現在、工事完了予定から半年～１年半程度も経過し

ており、既に水道使用者が入居済みとなっているに

もかかわらず、未だ事業者から工事（完成）検査の

申込みがないこと等から、検査が行われていない事

例（案件）が認められた。 

工事（完成）検査の申込みは事業者の責務であり、

工事完成後、速やかに検査を受けさせる必要があ

る。 

各サービスステーションは、工事完了後の工事

（完成）検査申込みを速やかに行わせられたい。 

また、局は、各サービスステーションとの情報連

絡を密にし、検査申込みが遅延している事業者へ適

正な指導を行われたい。 

 

各サービスステーション

（東京水道サービス株式会

社）は、検査申込手続を行

うよう各指定事業者に通知

し、平成２２年３月末をも

って、指摘１３件すべてに

ついて工事検査申込み及び

工事（完成）検査が完了し

た。 

 

水道局 工事完了後

の工事（完成）

検査申込みを

速やかに行わ

せるべきもの

八王子、立川、小平、多摩の各サービスステーシ

ョンにおいて、工事（完成）検査の状況を確認した

ところ、監査日（平成２１．１０．２８～１１．２）

現在、工事完了予定から半年～１年半程度も経過し

ており、既に水道使用者が入居済みとなっているに

もかかわらず、未だ事業者から工事（完成）検査の

申込みがないこと等から、検査が行われていない事

例（案件）が認められた。 

工事（完成）検査の申込みは事業者の責務であり、

工事完成後、速やかに検査を受けさせる必要があ

る。 

各サービスステーションは、工事完了後の工事

（完成）検査申込みを速やかに行わせられたい。 

また、局は、各サービスステーションとの情報連

絡を密にし、検査申込みが遅延している事業者へ適

正な指導を行われたい。 

 

多摩水道改革推進本部

は、東京水道サービス株式

会社に対して、平成２１年

１２月７日付通知にて、事

業者を指導すること、指導

に従わない場合は各給水管

理事務所に報告することを

指導した。 

また、各給水管理事務所

に対して、同日付通知にて、

東京水道サービス株式会社

から指導に従わない事業者

に関する報告があった場合

は、速やかに指定事業者を

指導するよう周知した。 

その結果、平成２２年３

月末をもって、指摘１３件

すべての工事検査の申込み

及び工事（完了）検査が完

了した。 
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〔平成２１年行政監査（東京港臨海地域における公の施設の管理運営について）〕 

 

対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
港湾局 

（有明テニ

ス・マネージ

メントチー

ム、日本野鳥

の会グルー

プ、東京港埠

頭株式会社） 

災害時にお

いて迅速かつ

適切な対応が

とれるよう努

めるべきもの

有明テニスの森公園ほか３施設の指定管理者は、

東京都地域防災計画に基づいた災害への対応につ

いて、事業計画書において、取組内容を定めた上で、

マニュアルの作成及び訓練の実施を行うとしてい

る。 

しかしながら、実施結果について見たところ、マ

ニュアルに取組内容が反映されていないものがあ

るとともに、訓練が行われていないために、災害時

において迅速かつ適切な対応が見込めないものが

認められた。 

 

（客船ターミナル） 

平成２２年６月３０日実

施の「自衛消防及び災害訓

練」で帰宅困難者待機場所

の指定及び近隣被害状況調

査に関する情報伝達訓練を

実施した。 

（その他の施設おける災害

対策マニュアル） 

災害用品の保管場所等に

ついて、それぞれのマニュ

アルに記載した。 

港湾局 

（東京港埠

頭株式会社） 

晴海客船タ

ーミナルのレ

ストランスペ

ースの使用者

誘致活動につ

いてより一層

積極的に取り

組むべきもの

晴海客船ターミナルレストランスペース（７・８

階）については、平成１０年度から未使用となって

いる。指定管理者は、誘致に向けた環境整備にも努

めているものの、指定管理期間の４年目である現

在、未だ誘致が実現していない。 

レストランスペースの使用者誘致活動は、管理運

営基準に規定されており、また、誘致は、食堂事業

者だけではなく、イベント事業者への誘致も含まれ

ることから、指定管理者は、ホームページに募集広

告を掲載するなどの低コストで幅広いＰＲを行う

とともに、①誘致圏の現状、成功事例、利用者のニ

ーズ把握等のマーケティング調査から誘致対象を

考える、②対象となる事業者にダイレクトメールを

送付するなど、より積極的な取組を展開する必要が

ある。 

 

飲食業・イベント業・不

動産業など６社にレストラ

ンスペースのマーケティン

グ調査を実施し、有効活用

について提案を行った。 

また、平成２２年７月２

１日よりホームページ上で

調査結果を踏まえ当該物件

の魅力（眺望）を強調した

広告文を使ったレストラン

スペースのテナント募集を

開始した。 

 

港湾局 

（有明テニ

ス・マネージ

メントチー

ム） 

有明テニス

の森公園にお

ける有料施設

の利用料金の

取扱いを適正

に行うべきも

の 

有明テニスの森公園の指定管理者は、自主事業と

して２つのテニス教室を実施しているが、テニス教

室の実施に伴うテニスコート利用料金について見

たところ、有明ベイサイドアカデミーについては、

「営業目的の利用」の利用料金を適用せず「一般利

用（その他）」としている。 

これについて、①講習の対価として料金を徴収し

ており、②テニスコートを利用するものであること

から、取扱方針に定める講習利用となり、「営業目

的の利用」の利用料金を適用すべきであるにもかか

わらず、「営業目的の利用」の利用料金を適用して

いないのは適正でない。 

 

平成２２年３月３１日付

で取扱方針の改訂を行っ

た。これに基づき指定管理

者が自主事業として行うテ

ニス教室の実施に伴うテニ

スコートの利用料金につい

ては、平成２２年４月利用

分から適正な料金を徴収し

ている。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
港湾局 

（東京港埠

頭株式会社、

東京港埠

頭・テレポー

トセンター

グループ） 

目標管理体

制をより一層

機能させるよ

う努めるべき

もの 

事業実施結果及び分析・反映等について見たと

ころ、次のような問題点が認められた。 

ア 晴海客船ターミナル 

（ア）都民クルーズ乗船客６３０人を除く５，８

４５人に対して利用者満足度調査を行って

いない。 

（イ）利用者満足度調査について、「その他」や

「不満」の回答に対して、詳細内容の調査を

していない。 

（ウ）緊急時対応について、月例報告・年度報告

により報告していない。 

イ 竹芝客船ターミナル 

（ア）毎年、同じ要望があるにもかかわらず、そ

の結果の検討・対応が組織的に十分なされて

いない。 

（イ）無料広告媒体である地域情報誌２誌に対し

て、イベント等の掲載依頼をしているが、原

稿締切に間に合わず掲載が実現しない状況

が、平成１９年より２年続いている。 

 

（晴海客船ターミナル） 

（ア）本年３月に寄港する船舶

への乗船客アンケート調

査を実施した。 

（イ）利用者満足度調査の留意

点などを盛り込んだ「お

客様ニーズ対応マニュア

ル」を改定した。 

（ウ）進行管理表で管理し月例

報告により報告した。 

（竹芝客船ターミナル） 

（ア）改定した「お客様ニーズ

対応マニュアル」に基づ

き、四半期ごとに集計した

調査結果を係内会議で検

討しその検討結果を所内

会議・本社会議で報告し

た。 

（イ）進行管理表で管理し所内

会議で検証した。 

①年度当初に締切を確

認、②締切一週間前までに所

内会議で内容を確認、③締切

３日前までに相手方と打ち

合わせする体制を構築 

その結果、６月に竹芝客船タ

ーミナルで実施した『ネオ屋台

村』イベントについては、港区

『ｋｉｓｓポート誌６月号』に

掲載された。 

 

港湾局 

（日比谷アメ

ニス南部地

区（１８公

園）グルー

プ） 

オートキャ

ンプ場の利用

形態の見直し

を検討すべき

もの 

城南島海浜公園の利用形態について見たとこ

ろ、指定管理者は、オートキャンプ場については、

グループによる騒音の苦情により家族限定とし

ており、団体及びグループでの利用は受付けない

としている。 

しかしながら、①グループによる騒音発生は、

隣接キャンプ場においても同様の状況であるこ

と、②オートキャンプ場の利用者数が、減少傾向

であり、グループを受け付けることにより、利用

者及び収入の増となることなどから、区域によっ

て利用層を分ける、又は、利用者の少ない平日は、

団体及びグループも可とするなど、オートキャン

プ場の利用形態の見直しを検討すべきである。 

オートキャンプ場の利用形

態については利用者アンケー

トを実施した結果、家族限定で

の利用形態を希望する回答が

大多数であった。またオートキ

ャンプ場の利用者数について

は平成２０年度以降増加傾向

にあることから、これまで同様

に家族限定の利用とする。 

また、家族単位での予約をし

た上で、３家族まで隣同士のサ

イトでの利用を可とする運用

を行い、利用促進をしている。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
港湾局 

 

おだいばビ

ーチについて

都民のより広

い利用を検討

すべきもの 

東部地区公園グループ（１８公園）の管理運営

方針において、お台場海浜公園にある「おだいば

ビーチ」のレクリエーション水域はウィンドサー

フィン専用とされており、カヌー等他のマリンス

ポーツの利用は禁止されている。 

しかし、現在のウィンドサーフィンの利用状況

は、海の荒れる日を除き冬季や雨の日でも可能な

スポーツであるにもかかわらず、周辺の開発によ

り高層建築物が建設され、風が弱まったことなど

から、利用のない日が年間２２４日あり、利用が

少ない状況となっている。 

局は、ウィンドサーフィンによる利用との調整

を図るなどして、ビーチにおける他のマリンスポ

ーツによる利用を認め、都民のより広い利用を可

能にするよう検討されたい。 

お台場海浜公園のレクリエ

ーション水域における他のマ

リンスポーツの利用を検討し

たが、水上事故等に対する安全

確保が困難であることから、他

のマリンスポーツについては

イベント開催による利用拡大

を図ることとした。 

なお、今夏（8/9～8/22）に

おいて、「GREEN TOKYO HELLO 

KITTY & FRIENDS」という大イ

ベントを、ウィンドサーファー

との調整を図り開催するなど、

今後もレクリエーション水域

の利用を拡大するため、ウィン

ドサーフィンとの共生を図っ

ていく。 

 

港湾局 

 

テニスコー

ト及び野球場

の自主枠につ

いてシステム

による予約管

理を検討すべ

きもの 

有明テニスの森公園のテニスコート、大井ふ

頭中央海浜公園のテニスコート等の営業時間に

は、東京都海上公園施行規則で定められた営業

時間（以下「コアタイム」という。）と指定管理

者が自主的に営業している時間帯（以下「自主

枠」という。）があり、一般利用の予約申込の方

法が異なっている。 

コアタイムの予約申込は東京都スポーツ施設

予約システムで行うこととなっている、一方、

自主枠についてはシステムが対応していないた

め、予約は公園管理事務所に直接電話して行う

こととなっている。 

しかし、利用者側にとって、同じ施設で予約

方法が違うのはわかりにくく、システムだけを

見ていると自主枠の存在に気がつかない場合も

ある。 

このため、自主枠について、システムによる

予約管理を検討すべきである。 

スポーツ予約システムを導

入している有明テニスの森公

園と大井ふ頭中央海浜公園に

ついて、自主枠にシステム予約

を拡充することを検討したが、

以下の問題が生じる。 

１．早朝、夜間の時間帯の営

業に関して、都民からの要

望が多く寄せられ、これま

で適宜対応してきたが、自

主枠を予約システムに対

応させると、要望に対し迅

速な対応が困難となる。 

２．自主枠に予約システムを

対応させると、公募のたび

にシステムを変更する可

能性がある。 

このため、自主枠については

予約システム対応を行わない

が、ホームページなどで早朝・

夜間の時間帯の営業時間の周

知を図り、利用者の利便性に支

障が生じないよう努めていく

ものとする。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
港湾局 

（有明テニ

ス・マネージ

メントチー

ム） 

有明コロシ

アム利用に伴

うエアコン運

転及び屋根開

閉操作に係る

取扱いを適切

に行うべきも

の 

有明コロシアムの利用に伴う利用料金につい

て見たところ、次のような不適切な事例が認めら

れた。 

ア アリーナのエアコン運転料 

都が措置したアリーナのエアコンは、イベント

利用に伴って運転作業が必要なものであること

から、利用料金として設定する、又は指定管理業

務の一部とするなどして対応すべきものである

が、指定管理者の代表団体である東京港埠頭株式

会社が、会社の収益事業として、利用者から請け

負い、その対価を利用料金と合わせて請求・領収

している。 

イ 有明コロシアムの屋根開閉料 

イベント時は、有明コロシアムの屋根の開閉作

業は、利用者自らが行うこととしている。この屋

根開閉作業は、①イベント時の屋根開閉操作は、

有明コロシアムの利用に伴って必要なものであ

ること、②指定管理者は、事業計画書において、

有明コロシアム屋根駆動オペレーション作業監

視業務及びイベント時補助業務の経費を計上し

ていることから、利用料金として設定する、又は

指定管理業務の一部とするなどして対応すべき

ものであるにもかかわらず、指定管理者の代表団

体である東京港埠頭株式会社が、会社の収益事業

として、利用者から請け負い、その対価を利用料

金と合わせて請求・領収している。 

 

ア）アリーナエアコンの運転料

について 

指定管理者から、自主事業

として局に申請し、承認を

得た。 

イ）有明コロシアムの屋根開閉

料について 

今後は、屋根開閉について

の料金徴収を行わないこと

とし、「有明コロシアム屋根

開閉運転における運営基準

について」を定め、東京港管

理事務所長あて報告を行っ

た。 

 

港湾局 

 

自主事業に

係る検証を有

効に行うべき

もの 

各指定管理者は、海上公園の魅力を向上させ、

利用促進を図るため、指定管理者が自ら経費を負

担して行う自主事業について、年間事業計画書に

より提案し、局の承認を受け、実施している。 

しかしながら、自主事業の実施状況等について

見たところ、複数の公園において、売店の設置等

があるにもかかわらず、設置許可等を受けていな

いなどの不適切な事例が認められた。これらは、

自主事業の内容、規模、収支等が記載された収支

報告書等を確認することなどにより把握・是正で

きるものであるが、局は、事業報告書の検証に当

たって、自主事業に関する収支報告書等を徴して

いないことなどから、これらの事例を把握してお

らず、有効な検証が行われていない状況となって

いる。 

 

自主事業については、平成２

２年度の年間事業計画書の承

認にあたり、平成２１年度の自

主事業の収支を含めた報告書

を徴し、検証した。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
港湾局 

 

海上公園に

おける利用状

況の把握につ

いて基準の策

定を検討すべ

きもの 

海上公園の利用状況に係る報告について見たと

ころ、次のような問題点が認められた。 

（ア）各公園の利用者数について、合理性がない

ものがあり、かつ、指定管理者ごとに計数方法

が異なっている。 

（イ）局は、公園ボランティア等については、一

般の利用者数には含めるべきでないとしている

が、東京港野鳥公園の指定管理者は利用者に含

めて計数しており、局はそれを認識していない。

（ウ）スポーツ施設やバーベキュー広場などは、

稼働率等、施設の稼動状況を把握する必要があ

るが、有明テニスの森公園のテニスコート以外

は、利用者数のみの集計となっている。 

（エ）（ウ）のスポーツ施設等について、予約ベー

スの稼働率、キャンセル率及びキャンセル理由

を把握していない。 

（オ）大井ふ頭中央海浜公園等のテニスコートな

どで自主的に利用時間の延長を行っている部分

（自主枠）と既定の利用時間枠の利用状況につ

いては、効果を明らかにするため、別々に把握

すべきである。 

（カ）公園利用者数やイベントの参加者数が少な

いなどの公園において、その原因の分析及び対

応がなされていない。 

 

（ア）一般開放型の公園利用

者数については、巡回など

による計測を基に、合理性

を有する計算方法を定め

た。 

（イ）ボランティアについて

は、入場者数に加えないこ

とについて既に周知済みで

ある。 

（ウ）及び（オ） 

  次期指定管理者から別に

報告様式を定めた「利用状

況調査」の提出を求めるこ

ととした。 

（エ）次期指定管理者から、

スポーツ施設ごとのキャン

セル件数・理由については、

建設局から配信される「有

料施設年間利用状況表」及

び別に定めた様式の「管理

運営月報内訳」等を報告さ

せることにより、天候とキ

ャンセル理由との関連性等

を把握し、施設の最大限の

有効活用に向けてとるべき

対策があるかを検証・検討

することとする。 

（カ）公園の利用者数やイベ

ントの参加者数も含め、増

減理由や特徴的な点につい

ては月次報告により把握し

ているが、次期指定管理者

の月次報告から、著しく利

用者が減少した公園やイベ

ントについては その詳細

な状況や不明な点を積極的

に問い合わせ、減少原因の

分析及び対策を検討する。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
港湾局 

 

客船ターミ

ナル施設にお

ける利用状況

の把握につい

て基準の策定

を検討すべき

もの 

指定管理者は、客船ターミナルにおいて、

写真展及び各種イベントを実施するなど、船

客のみならず、その他の利用者の誘致、賑わ

いの創出及び利用促進のための取組を行って

いる。 

ところで、客船ターミナルの利用状況に係る

報告について見たところ、船客乗降人員及び

一部のイベント参加者については報告してい

るが、その他の利用者については計数してお

らず、船客以外の利用者の誘致、賑わいの創

出の取組の効果測定等、利用状況が十分に把

握できない状況となっている。 

局は、報告様式を見直すとともに、利用状

況の把握について基準を策定することを検討

されたい。 

 

平成２２年２月１８日付２１

東港運第９２７号通知により、利

用状況の把握について基準を策

定するとともに、船客乗降人員の

他、イベント、行事等について参

加者数が把握できるように月例

報告の様式を整備し、指定管理者

に通知した。 

現在、イベント開催の有無にか

かわらず、毎日の来館者数が全て

把握できるよう管理運営月報の

中で報告させている。 

 

港湾局 

 

海上公園に

おける利用者

満足度調査に

ついて指針の

策定を検討す

べきもの 

各海上公園では、利用者アンケートを実施

しているが、次のような問題点が認められた。

（ア）アンケートの項目に基礎的な項目であ

る、年代、利用回数、広報媒体、利用交通機

関等の設問がない。 

（イ）「その他」や「不満である」などは、そ

の具体的な内容を把握する必要があるが、そ

の内容を記載する様式となっていない。 

（ウ）利用者数に比して調査数が少ない。 

（エ）調査対象を合理的な理由なく限定してい

る。 

（オ）利用者満足度調査は、その結果の検証に

より、施設の課題を分析し、改善策の実施等

の目的を果たすためのものであり、指定管理

者は組織的にその進行管理を行う必要があ

るが、組織的な検証が十分なされていない。

局は、指定管理者を指導するとともに、アン

ケートの方法、対象、項目、内容、時期等、利

用者満足度調査について指針の策定を検討さ

れたい。 

 

各指定管理者に対し、平成２２

年９月１０日付で「海上公園にお

ける利用者満足度調査（利用者ア

ンケート）の取扱いについて」を

通知し、 

（ア）必須の調査項目として年

代、利用回数、広報媒体、利用

交通機関等の設問を定めた。 

（イ）「その他」や「不満である」

の回答の場合、より具体的な内

容を記載するため記入枠を設

定するとともに、記入者には記

載を促すなど誘導することと

し、問題点の把握に努めより具

体的な対応を図ることとする。

（ウ）アンケート調査数について

は、指定管理者に対し調査数を

増やすべく指示をした。 

（エ）調査項目については、公園

やイベントの特殊性により変

更できるように、必須項目と調

査することが望ましい項目を

設定した。 

（オ）指定管理者からアンケート

調査の結果を分析・検証するた

め、一般利用は一定期間ごとに

イベントはその都度調査内容

を分析させ、その結果を月次報

告させることとした。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
港湾局 

 

管理業務内

容を明確にす

るとともに経

費負担を適切

に行うべきも

の 

局は、東京都港湾管理条例第１９条に基づき、桟

橋の係留許可に係る使用料を徴収しており、係留に

伴い、夜間等には照明の点灯を行っている。ところ

で、青海及び有明客船ターミナルには海上バス等の

発着に使われる桟橋があり、各桟橋の操作設備は各

客船ターミナル内に存在する。 

しかしながら、各客船ターミナルの管理基準等に

設備管理業務の内容が明確に記載されていないこ

となどから、指定管理者が、本来、港湾管理者の業

務である桟橋の係留許可に伴う照明点灯業務など

も行っている。この結果、この照明に係る電気料金

が、指定管理業務の対価である委託料により負担さ

れている状況となっている。 

局は、管理業務内容を明確にするとともに経費負

担を適切に行われたい。 

次期指定管理者の公募等

にあたり管理運営基準を見

直し、係留施設の保安灯等

の夜間点灯の操作作業を指

定管理業務の一環として行

うこと及び電気料金の取扱

いについて、設備管理業務

の取扱内容を明確にした。

 

港湾局 

 

指定管理業

務に係る委託

料を適切に算

出すべきもの

局は、指定管理者と基本協定を締結し、年度協定

を締結して、委託料を支払っている。 

ところで、晴海客船ターミナル及び竹芝客船ター

ミナルの委託料について見たところ、光熱水費に

は、指定管理対象外の使用許可施設の光熱水費相当

額を含めたものとなっていることが認められた。 

しかしながら、指定管理対象外の施設の光熱水費

相当額を含めているのは、適切でない。 

局は、指定管理業務に係る委託料を適切に算出さ

れたい。 

次期指定管理者の公募等

にあたり、管理運営基準を

見直し、指定管理対象外の

定期使用許可施設等の光熱

水費については、委託料に

は含まないことを明記し

た。 

 

港湾局 

 

晴海客船タ

ーミナルの遊

休等となって

いる施設の取

扱いを検討す

べきもの 

晴海客船ターミナルには、事務室、店舗、食堂等

の客船ターミナルの機能増進に資する施設が設置

されており、局は、これらについて、指定管理者に

管理運営させるのではなく、他の事業者に使用許可

している。 

しかしながら、これら施設の使用状況について見

たところ、監査日（平成２１．９．１８）現在、①

使用料負担、②交通不便、③利用者減少などの理由

から、使用されず、今後も使用の見込みがないため

遊休施設となっているもの、また、利用者減少及び

管理上の理由から、未使用及び使用頻度が少ない施

設となっているものが認められた。 

局は、遊休等となっている施設について、指定管

理者による客船ターミナルの管理に含めて一体管

理させることなど、その取扱いについて検討された

い。 

 

次期指定管理者の公募に

あたり、管理運営基準を見

直し、一般使用許可だけで

なく定期使用許可について

も指定管理者の業務とし、

施設の許可業務を指定管理

者に行わせること及び都の

承諾のもと指定管理者が自

主事業として遊休施設を利

用できることなど、指定管

理者による一体的・戦略的

な管理運営が可能となっ

た。 
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〔平成２１年財政援助団体等監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
生活文化局 

 

※指摘時は、

生活文化ス

ポーツ局 

局が所有す

るシステムを

適正に管理す

べきもの 

局は、財団法人東京都歴史文化財団に対し、局

が所有するシステムを利用させている。東京都著

作権取扱要綱によれば、プログラム等の著作物の

利用の許諾をする場合には、利用許諾契約を締結

することとされているが、局は東京都江戸東京博

物館外５施設の管理運営に関する基本協定をもっ

て、利用許諾契約に代わるものとしている。 

しかしながら、①この基本協定には、著作権の

帰属、瑕疵担保、システム改修（再構築）時の取

扱い等に関する規定が定められておらず、財務局

が定めた標準の利用許諾契約書に比べて不十分な

ものであることや、②利用許諾契約を締結する際

に事前に総務局行政改革推進部及び財務局財産運

用部長に協議していないなどの問題が見受けられ

た。 

 

本システムを適正に管理

するため以下のとおり手続き

を進めた。 

・ 平成２２年８月６日付で

東京都歴史文化財団から、平

成２２年８月１０日付でシ

ステム改修業者から、財産引

渡書を徴収し、本件システム

に係る著作権が都に帰属す

るものであることを確認し

た。 

・ これを受け、財団と平成

２２年９月１０日付２２生

文企第８５号により、システ

ム利用許諾に関する覚書を

締結するとともに、公有財産

台帳を整備した。覚書締結に

当たっては、財務局が定めた

標準利用許諾契約書様式に

よりシステム改修時の取扱

い等について明確化し、総務

局行政改革推進部及び財務

局財産運用部と協議を行っ

た。 

今後システムに関して改

修等を行う場合には、定めら

れた手続きを確実に行い、シ

ステムを適正に管理する。 

 

福祉保健局 預託金の適

切な資金運用

を指導すべき

もの 

福祉保健局は、平成１８年５月、社会福祉法人

Ａに対して、都が設置した児童養護施設の運営を

移譲するにあたり、安定した施設の運営を確保す

る上で必要となる修繕積立金及び備品購入積立金

（４，８６２万３７０円）を預託した。 

ところで、預託された当該積立金の資金管理状

況を見たところ、平成２０年度末における積立金

残高３，９２４万１，７６５円は全額が普通預金

となっているが、年度内に執行が見込まれない資

金を定期性預金で運用することは十分に可能であ

ることから、法人が預託金を計画的かつ効率的に

資金運用していないことは適切でない。 

局は、法人に対して預託金を適切に資金運用す

るよう指導されたい。 

局は、補助対象団体に対し

て、年度内に執行が見込まれ

ない資金など、定期性預金の

活用が可能な場合には、効果

的な資金運用を行うよう指導

した。 

これを受け、Ａ法人では、

積立金について見直しを行

い、その残高のうちの３千万

円については、定期性預金で

運用することとし、平成２２

年９月３日開催の理事会に諮

り、了承が得られたことから、

現在、修繕積立金として１，

５００万円、備品購入積立金

として１，５００万円を定期

預金としている。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
福祉保健局 

（社会福祉

法人東京都

社会福祉事

業団） 

指定管理者

制度及び積立

金の目的を踏

まえ、効率的

に管理運営を

行うべきもの

本来、事業団は、年度ごとに支払われる指

定管理料によって施設の管理運営を行い、突

発的な施設の改修などで指定管理料が不足す

ることが明らかになった場合に、積立金を取

り崩して執行すべきである。 

しかしながら、局が指定管理料の使途を細

かく指定しているため、施設ごとには事務費

と事業費との間での流用が行われているもの

の、施設の間では人件費以外の流用は行われ

ておらず、事業団の裁量で執行する余地は少

ない状況となっている。 

事業団が、自らの能力と責任によって可能

な限り効率的に管理運営を行っていけるよ

う、同種の施設間での流用については裁量の

余地を広げるべきである。 

 

局は、指定管理料の執行状況等

を踏まえて積立金の取り崩しを適

切に行うことなど、「東京都社会

福祉事業団における積立金等（積

立金･繰越金)処理基準）を改正し

た。 

これを受け事業団では、平成２

２年度の予算編成に当たり、指定

管理料に見積られなかった修繕等

のための費用について、各施設の

予算の流用等により対応すること

とし、局は、予算執行状況を調査

し、これまでの間、事業団が適切

に対応していることを確認した。

また、事業団は、局からの指導

により、本指摘の主旨を踏まえ、

積立金の取崩しは、突発的な施設

の改修などで指定管理料が不足す

ることが明らかになった場合とす

るよう、徹底していくこととして

いる。 

 

産業労働局 

（社団法人

東京都農住

開発協会） 

公益法人会

計基準に基づ

き財務諸表を

作成すべきも

の 

平成１９年度及び平成２０年度の東京都農

住開発協会の財務諸表を見たところ、適正で

ない事例が認められた。 

ア 引当金の要件を満たしていない一般定

期引当金を計上し、計上すべきである賞

与引当金を計上していない。 

イ 都等からの出えん金を指定正味財産と

して整理していない、及び資産の科目間

での振り替え案件を正味財産増減計算書

に計上していた。また、経常費用とすべ

き什器備品減価償却額を経常外費用に計

上していた。 

ウ 財産目録に預金ごとの金額、種別、取

引金融機関支店名等の表示がない。 

エ 着手金を支払った場合は、前金払いと

して計上すべきところ、その時点で、費

用として計上していた。また、着手金を

除く、契約金額について債務が確定して

いないのに未払い金として計上してい

た。 

 

財務諸表の事項は、平成２２年

１月に開催した監査結果対応検討

会議で検討の上、以下のとおり対

応し、平成２１年度決算にて適切

に計上した。 

(ｱ) 一般定期引当金は引当金計

上しない。また、賞与引当金は

引当金計上した。 

(ｲ) ① 都からの出えん金につい

ては、指定正味財産として

整理した。 

  ② 一般定期預金取崩収入を

正味財産増減計算書に計上

しない。 

  ③ 什器備品原価償却額は、

経常費用に計上した。 

(ｳ) 財産目録に、預金ごとの金

額、種別、取引金融機関支店名

等を表示した。 

(ｴ) 平成２１年度においては、着

手金の発生はなかった。 

なお、今後、着手金が発生した

場合には、前払金として計上し、

残りの支払いについては、債務の

確定時に未払金として計上する。
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
産業労働局 

（東京都漁

業信用基金

協会） 

 

賞与引当金

を適正に算出

するための規

程を定め、賞

与引当金を適

正に計上すべ

きもの 

東京都漁業信用基金協会は、東京都漁業信用基

金協会会計規程第４条に基づき、賞与引当金を事

業年度の期末に計上しているが、平成２０年度末

に計上された引当金の算出根拠には、次のような

問題点が見受けられた。 

 ① 賞与の算定期間（支給対象期間）が定められ

ておらず、翌年度（平成２１年度）の賞与支給

予定額の全額が計上されている。 

 ② 平成２０年度末に在籍していない職員の引

当金を計上している。 

  

東京都漁業信用基金協会職

員給与規程を改正し、同規程

第２１条第３項に基づき、平

成２２年度に支給する夏季賞

与（６月支給）については、

平成２１年１２月１日から２

２年５月末日までを支給対象

期間として算定することにな

っている。 

そのため、平成２１年度決

算において計上する引当金の

算出は、平成２１年１２月１

日から２２年３月末日までの

４か月間に係る金額となるこ

とから、現在、在籍している

職員２名の夏季賞与支給見込

額のうち、相当期間分を引当

金として繰り入れた。 

 

産業労働局 

（財団法人

東京都農林

水産振興財

団） 

ソフトウェ

アを固定資産

として管理す

べきもの 

財団法人東京都農林水産振興財団は、平成２０

年度に補助金により、会計システムのソフトウェ

アについて仕様改善委託を行い、法改正対応（580

万1,250円）と機能の追加（199万5,000円）を行っ

ている。 

しかしながら、財団の固定資産を確認したとこ

ろ、この会計システムに係わるソフトウェアにつ

いて、固定資産としての管理がなされていないこ

とが認められた。 

 

平成21年度決算においてソ

フトウェアとして資産計上

し、無形固定資産として管理

している。 

 

東京消防庁 物品の管理

を適正に行う

べきもの 

東京都物品管理要綱第６条によれば、物品の管

理は、物理的に独立した物をその品名ごとに単品

管理することを原則としている。ただし、一品名

で管理することが適当であると会計管理者が認め

るものについては、一式管理ができる。 

 しかしながら、庁は、会計管理者の承認を得な

いまま、一式管理を行っているため、公益財団法

人東京防災指導協会に貸与している個々の物品に

ついて、数量、金額等がわからず、現物でしか確

認できない状況である。 

 

協会に貸与している個々の

物品について、数量、金額等

内容の確認を行った。 

物品の管理方法について、

会計管理者に照会した結果、

単品管理をするよう指導を受

けたため、物品管理システム

の変更手続きを行った。 

今後も、物品の管理を適正

に実施していく。 
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対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
東京消防庁 

（公益財団

法人東京防

災指導協会） 

委託契約に

基づく物品の

事務処理を適

正に行うべき

もの 

東京消防庁は、公益財団法人東京防災指導協会

と池袋防災館ほか２か所の防災館の業務委託契約

（契約金額：４億５，４３７万７，０００円、契約

期間：平成２０年４月１日～平成２１年３月３１

日）及び消防博物館の業務委託契約（契約金額：１

億３，７５０万８，０００円、契約期間：平成２０

年４月１日～平成２１年３月３１日）を締結してい

る。 

契約書第８条によれば、協会は、本契約の委託

料で購入した物品を、契約終了後、速やかに現在

高調書で庁に報告することになっているが、防災

学習装置の一つである液晶テレビ３台及びオゾン

脱臭器について、現在高調書で報告していない。

 

オゾン脱臭器については、

備品であるとの認識をし、平

成２１年１２月２８日に協

会から現在高調書の提出を

受け、これに基づき物品とし

ての出納手続きを行った後、

物品管理システムに登録し

た。 

防災学習装置について、会

計管理者に照会した結果、単

品管理するよう指導を受け

たため、物品管理システムの

変更手続きを行った。 

今後も、協会に対し指導を

徹底するとともに、物品の管

理を適正に実施していく。 
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〔平成２１年各会計定例監査〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
財務局 土地の貸付

料の調定を適

切に行うべき

もの 

財産運用部は、東京都公有財産規則により、普

通財産である土地を貸付けており、貸付に当たり、

四半期毎に納入通知書を賃借人に送付している。

しかしながら、貸付料の歳入調定について見た

ところ、年度当初、若しくは、各四半期の初日に、

１年分の貸付料または３か月分の貸付料の調定を

直ちに行うべきところ、その全てについて、納入

通知書の発行日に調定を行っているため、各四半

期の当初月分の債権について、調定が遅延してい

る期間（１か月程度）は、債権管理を行っていな

い状況となっている。 

 

平成２１年度第４四半期

分の地所賃貸料の歳入調定

から、各期初に行うよう事務

処理を見直した。 

また、平成２２年度第１四

半期以降については、調定

後、売却等により債権額に変

動があった場合には、その経

緯を記載することとした。 

財務局 滞納整理事

務を適切かつ

効率的に行う

べきもの 

財産運用部が所管している債権の滞納（滞納

額：平成２１．５．１４現在、１，０６３件、４，

６４０万８，６８８円）整理事務について、次の

適切でない事例が認められた。 

１ 土地の貸付料の滞納整理について、「地所賃貸

料の滞納整理に関する事務取扱いについて」を

定めているが、①交渉経緯の記録がない、②滞

納者との折衝が長期間行われていない等、事務

取扱に基づいた処理を行っていない。 

２ 違法物件措置代執行費用、延滞金等の滞納整

理について、具体的な事務処理方法である基準

等を整備していないため、①滞納の発生から現

在までの交渉経緯の記録がない、②時効の完成

時期を把握していないことから、適切に時効を

中断できない等の状況が生じている。 

 

財務局債権管理事務取扱

要綱が平成２２年４月１日

に施行されたことを受け、

「地所賃貸料の滞納整理に

関する事務取扱いについて

（平成８年財務局財産運用

部長決定）」を全部改正し、

また「代執行費用の徴収金に

係る滞納整理に関する事務

取扱い（平成２２年財務局財

産運用部長決定）」及び「代

執行費用の徴収金に係る延

滞金の滞納整理に関する事

務取扱い（平成２２年財務局

財産運用部長決定）」を制定

して、いずれも平成２２年４

月１日付で決定・施行した。

これらの規定に基づき、地

所賃貸料長期滞納者に対し

ての訪問催告や納付相談等

による折衝を行い、債権回収

を進めている。 

 

病院経営本

部 

職務住宅使

用料等を速や

かに徴収すべ

きもの 

松沢病院において、職務住宅使用料等の徴収状

況について見たところ、監査日（平成２１．５．

２６）現在、職員による滞納（２６件、１３万５，

６４５円）が存在しているにもかかわらず、催告

を行っていないことが認められた。 

 

指摘のあった２６件につ

いて、全て徴収を完了した。

また、再発防止のため、平

成２２年２月に院内マニュ

アル「職務住宅使用料等の職

員に係る未収金の取り扱い

について」において、院内事

務処理の流れを定め、これに

基づいて職員の未収金管理

を行っている。 
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
建設局 道路占用料

（一般占用）

の収入管理を

道路占用物件

管理システム

により行うこ

とについて検

討すべきもの

道路占用物件管理システムに納入通知書の発行

等の機能を付加することで、調定及び収入管理を行

うことができ、これにより管理すれば、財務会計シ

ステムに調定金額・債務者情報を重複して入力する

手間を省くことができ、また、収入未済の場合の滞

納案件の特定なども自動的に行うことができるな

ど、道路占用料の収入管理事務を効率的に行うこと

ができる。 

道路管理部は、システム改修に伴う費用を勘案の

上、事務の効率化の観点から、道路占用料（一般占

用）の収入管理を道路占用物件管理システムにより

行うことについて検討されたい。 

当該システムで収入管理

を行うための改修には、一

定の費用がかかることに加

えて、新たに納付情報登録

及びバッチ処理等の事務処

理が発生することとなる。

 このため、当該システム

は、占用物件の台帳として

活用することとし、収入管

理については、財務会計シ

ステムに一本化することが

最も効率的であると判断

し、実施しているところで

ある。 

 

水道局 工事負担金

等の収入を適

切に管理すべ

きもの 

給水部では、道路整備・再開発事業などに伴い、

配水管の敷設替等の工事を実施する場合に、工事費

用の負担等を取り決める協定書を事業の施行者と

締結している。また、水道契約者の依頼に基づきメ

ータの隔測装置を設置する場合には、同様の協定書

を契約者と締結している。 

ところで、部におけるこれらの協定に基づく工事

負担金の請求状況について見たところ、①当該工事

は既に完了し、工事を担当した支所から精算額が通

知されているにもかかわらず、請求事務が遅滞した

ことにより収入が大幅（半年程度）に遅れているも

の、②請求はしているが、催告を行っていないため

に収入が大幅に遅れているものが認められた。 

 

工事負担金等収入にかか

る事務処理の進行管理を強

化するため、管理体制を整

備したことと合わせ、平成

２２年３月１２日付けで給

水部における統一的な事務

処理手法を定め、事務処理

の改善を図った。 

指摘５件の未収入案件の

うち４件については、すべ

て収入した。残り１件につ

いては、適正な進行管理に

より、継続的に収入を図っ

ている。 

 

教育庁 ＩＣＴ化計

画により整備

したハードウ

ェアを有効に

活用すべきも

の 

教育庁は、平成２０年度から授業のＩＣＴ化のた

め、全都立学校に校内ＬＡＮ等の整備とＩＣＴセン

ターの整備を実施している。 

 ところで、授業におけるＩＣＴの活用に当たって

は、教材を作成し、これを共有して活用することが

不可欠であるが、指導部は、インターネットによる

公衆送信の方法により教材を共有しようとしたた

め、著作権料の見込みが予算を上回り、平成２０年

度はＩＣＴ用教材の借り上げができなかった。 

部は、ＩＣＴ用教材の作成及び共有の方法を検討

し、計画により整備したハードウェアを有効に活用

されたい。 

部は、委託により１，１

１６個のＩＣＴ用教材（学

習コンテンツ）を作成し、

学習コンテンツ活用システ

ムに格納して、都立学校教

員対象の研修において活用

している。また、コンテス

トを開催して、教員自身の

作成によるコンテンツの充

実にも努めており、現在、

１，４００余りのコンテン

ツが登録されている。この

うち、一般公開エリアで閲

覧できるコンテンツは４０

０余りとなっている。今後

も、引き続きコンテンツの

充実を図り、ＩＣＴ機器の

活用促進につなげていく。
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対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
教育庁 修繕内容を

確認の上、精

算を行うべき

もの 

維持管理事務委託の契約の締結、委託料の概算払

いと精算等の事務については、中部学校経営支援セ

ンターが行っている。 

ところで、各学校で修繕の必要が発生した場合、

公社に修繕依頼をして、公社が指定工事店に修繕を

発注するが、その工事内容について見たところ、修

繕内容と照らして工事金額が適切であるかを確認

できない状態となっている。このため、センターは

修繕内容とそれに対応する工事金額となっている

かを確認しないまま、概算払いした委託料の精算を

行っており、適正でない。 

センターは、修繕工事の詳細を確認の上、精算を

行われたい。 

工事に係わる項目・数

量・単価・平面図等の確認

の方法について、工事を実

施した工事店が東京都住宅

供給公社へ提出する「完了

報告書兼請求書」の写しを、

支払の対象となる全ての工

事について精算前に公社か

ら徴し確認することとし

た。この方針に従い、平成

２２年度から「完了報告書

兼請求書」を全て徴してお

り、必要な確認行為を行っ

ている。 

 

教育庁 適切な修繕

が行われたこ

とを速やかに

確認すべきも

の 

都立学校教育部は、維持管理事務委託により、１

５０万円以下の修繕工事を行っており、天窓の改修

についても、１５０万円以下の金額のものは、維持

管理委託により、平成２０年度中に公社に修繕させ

ている。 

しかしながら、部は、天窓の改修についても、他

の修繕と同様に、修繕内容を報告させていないた

め、実際にどのような改善を行ったのか把握してい

ない。 

部は、適切な修繕が行われたことを速やかに確認

されたい。 

平成２１年度分について

は、維持管理事務委託先と

の協議に基づき完了報告書

兼請求書の写しにより施工

の完了を確認し精算を行っ

た。 

平成２２年度以降につい

ても、同様に施工の完了を

確認した後精算を行う旨を

契約書に明文化し改善を図

った。 

また、平成２０年度分に

ついては、学校職員等の現

認により確認を行った。 

 

教育庁 健康管理に

かかる事務の

委託方法を改

めるべきもの

都立学校教職員にかかる定期健康診断等は、協定

により教職員互助会に委託している。福利厚生部が

互助会に支払う委託料と、互助会が再委託先に支払

う委託料との差額が互助会の事務費になっている。 

部は、健康管理にかかる事務を互助会に委託して

いるのであるから、①互助会に行わせる事務の内容

を具体的に定め、その対価を互助会に支払うこと、

②互助会が健康診断委託業務を再委託するに当た

っては、地方自治法の定めに準じて、競争性と透明

性を確保した契約事務手続きを行わせた上で、再委

託料を実費で支払うことなど、実態に合った適正な

契約を締結する必要がある。 

平成２２年度契約におい

ては、 

① 互助会に行わせる事務

の内容を具体的に仕様書に

明記し、その対価を支払う

こととした。 

② 再委託の際には、互助

会が業者選定委員会を開催

し、適正に契約事務手続き

を行っていることを確認し

た。 

③ 再委託先から互助会へ

の請求書も提出させ、部で

確認したうえで互助会に支

出することとした。 
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〔平成２０年度決算審査（各会計歳入歳出）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
都市整備局 公有財産に

ついて 

＜建物＞ 

都営住宅 ７，４６０．７８㎡（都営住宅の集会

所など）が登録漏れとなっている。 

登録漏れとなっていた集

会所、昇降機、自転車置き

場について、平成２１年１

１月末までに全て登録を完

了した。 
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〔平成２０年行政監査（庁舎の管理（安全対策と環境対策を中心として）について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
福祉保健局 災害マニュ

アル等に従い

必要な物品等

を確保すべき

もの 

福祉保健局が所管する各庁舎における、災害マニ

ュアル等で定めている救出、救護用の資機材、非常

用物品等の確保状況等について見たところ、不適切

な事例が認められた。 

北療育医療センター城南分園では、懐中電灯等の

防災用品を所定場所に整備、保管していない。 

平成２１年１１月に備蓄

倉庫としてプレハブ物置を

敷地内の駐車場脇に設置

し、防災用品を整備、保管

するようにした。 

平成１０年策定の当園

「地震等防災の手引き」に

おける現状にそぐわない部

分については、平成２２年

３月、改訂版に、防災用品

の保管場所は備蓄倉庫であ

ることを記載するなどの見

直しを行った。 

病院経営本

部 

什器･備品

類の転倒･落

下防止対策を

検討すべきも

の 

広尾病院、大塚病院、墨東病院、松沢病院に設置

されている什器、備品類に対する固定･補強等の状

況について見たところ、書庫、更衣箱、テレビ等に

対して地震発生時の転倒･落下等を防止するための

措置が不十分な例が認められた。 

広尾、大塚、墨東及び松

沢の各病院では、転倒・落

下等の防止対策が必要な箇

所について調査等を行い、

順次、転倒・落下等の防止

対策を施している。 

今後も、引き続き、転

倒・落下等の防止対策に

取り組んでいく。 
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〔平成２０年財政援助団体等監査〕 

 

対象局 

（団体） 
事項 監査結果の要約 

講じた措置の 

概要 
都市整備局 借上型都民

住宅に係る公

社の累積損失

の改善につい

て方策を検討

すべきもの 

局は、特定優良賃貸住宅法に基づき、都民

住宅制度を設け、民間活力を導入して、建設・

管理を行ってきた。このうち、公社借上型都

民住宅は、土地等の所有者が団地を建設し、

これを東京都住宅供給公社が一棟ごと借り上

げて居住者に賃貸している。 

公社借上型都民住宅の事業開始からの公社

の損益を見ると、平成１１年度以降事業損失

を計上し続けており、平成１９年度までに４

５億余円の累積損失となっている。 

これは、公社の一般賃貸住宅等と比較して、

空き家が多いことが損失の一因で、空き家が

多い一因としては、柔軟に契約家賃を設定で

きないことなど、制度上、空き家が発生しや

すい仕組みとなっていることがあげられる。

局は、空き家が多い原因を特定し、これま

での制度改善の効果を検証した上で、制度に

起因する公社の累積損失を改善できるよう方

策を検討されたい。 

 

① 空き家が多い原因について 

６ヶ月以上の空き家が１割以

上の住宅について、空き家が多い

原因（家賃が高い、設備が古い、

立地が悪い）を特定した。 

② 家賃減額交渉について 

 高止まりする契約家賃の減額

交渉を実施し、空き家率の減少を

図っている。 

③ 制度改善の効果について 

入居促進制度等の空家解消策の

活用により、平成２１年度は約３

億４００万余円の収入増が図られ

た。同様に、一部用途終了制度の

活用により、平成２１年度は約２

億１０００万余円の費用削減が図

られた。 

④ 今後の収支について 

上記の制度改善等により、収支

が均衡するのは平成２９年度頃に

なると見込まれ、平成３４年度ま

での収支予想は、累積損失約２８

億８１００万円となり、制度改善

前（約７２億２２００万円）と比

較すると約４３億４０００万円の

改善が見込まれる。 

 

水道局 

（東京水道

サービス株

式会社） 

契約の競争

性、透明性を

確保する方策

を検討すべき

もの 

東京水道サービス株式会社は、水道局から
受託している業務のうち一部については、業
者へ再委託している。この再委託に係る契約
状況について見たところ、多数の再委託契約
で、特定の５業者（以下「特定会社」という。）
が契約相手方となっている。 
この契約は、指名競争入札で行われている
が、業者指名は、特定会社を選定している。
また、落札した会社が委託業務のすべてを
履行できない時は、他の４社にも落札単価で
履行することに同意が得られれば、業務の一
部を委託契約できるとしているため、結果と
して、業務委託案件ごとに特定会社すべてと
契約を行っている状況となっている。 
しかしながら、①契約案件のほとんどで予
定価格と契約金額が同額となっていること、
②特定会社間の業務配分について、明確な基
準がなく契約がなされていることが認められ
た。 

このように、競争性が働かない特定会社へ

の再委託が続くことは、適切でない。 

平成２１年度、契約におけるイ

ンセンティブ導入、業務配分量な

どの稟議書による意思決定、指名

基準の作成により、競争性、契約

の透明性及び履行の確実性の確保

に努めた。 

平成２２年度は、より一層の透

明性、競争性を発揮できる契約と

するため、単価同調方式による契

約方法から、地域ごとに案件を分

割する方式に見直しを図り、契約

１案件１落札者として、競争入札

により落札者を決定した。 
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〔平成１８年行政監査（病院における収入管理について）〕 

 

対象局 事項 監査結果の要約 
講じた措置の 

概要 
病院経営本

部 

システムダ

ウン時の事前

準備を行うべ

きもの 

都立病院情報システムダウン時対策基準では、

「病院内情報システムダウン時対策委員会は、シス

テムダウン時の各部門の対応を事前に検討し、シス

テムダウンレベルごとに対応策を作成しておくと

ともに、システムダウン時の紙運用に必要となる物

品の用意を各部門に指示する」と規定されている

が、病院は対応策をマニュアルとして作成していな

い。 

本部は、システムダウン時における診療体制の確

保に向けて、病院が作業マニュアルを作成し、定期

的に訓練を実施するなど事前準備を十分に行える

よう適切に指導する必要がある。 

広尾、大塚、駒込、墨東

及び府中（現多摩総合医療

センター）の各病院では、

システムダウン時における

診療体制の確保に向けて、

システムダウン時訓練の実

施、作業マニュアルの作成

を完了させた。 

 

 


